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第 6 編 下 部 構 造 

 

 

第 1章 材料および許容応力度 

 

 

1-1 コンクリート 

 

(1) コンクリートの設計基準強度（σck）および使用区分は、原則として表 6-1 のとおりとする。 

表 6-1 コンクリートの設計基準強度と使用区分 

設計基準強度 使 用 区 分 

σck＝18N/mm2 重力式橋台，半重力式橋台，均しコンクリート 

σck＝24N/mm2, 27N/mm2, 30N/mm2 橋台，橋脚，場所打ち杭，深礎杭 

 

(2) 許容応力度 

1) コンクリートの許容応力度は、表 6-2 のとおりとする。 

表 6-2 コンクリートの許容応力度 

鉄筋コン 

クリート 

無筋コン

クリート

σck（N/mm2） 

設計基準強度 

 

 応力度の種類 
24 27 30 18 

軸圧縮応力度 6.5 7.5 8.5 4.5 
1.圧縮応力度 

曲げ圧縮応力度 8.0 9.0 10.0 4.5 

2.曲げ引張応力度  ― ― 0.23 

コンクリートのみで 

負担する場合(τa1) 
0.23 0.24 0.25 ― 

斜引張鉄筋と共同し 

て負担する場合(τa2)
1.7 1.8 1.9 ― 3.せん断応力度

押抜きせん断応力 

度(τａ3) 
0.90 0.95 1.00 ― 

4.支圧応力度（σba） 0.5σck以下 0.5σk以下 0.5σck以下 5.4 

5.付着応力度 異 形 棒 鋼 1.6 1.7 1.8 ― 
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2） 場所打ち杭のコンクリートの許容応力度は、表 6-3 のとおりとする。 

表 6-3 場所打ち杭のコンクリートの許容応力度（N/mm2） 

施工条件 

コンクリート 

の呼び強度 

(N/mm2) 

設 計

基準強度

軸 圧 縮

応 力 度

曲げ圧縮

応 力 度

せ ん 断

応 力 度

(注) 

付 着 
応 力 度 

(異形棒鋼) 
摘  要

大気中で

施工する

場  合 

― 24 6.5 8.0 0.23 1.6 深礎杭 

水中コン 

 

クリート 

30 24 6.5 8.0 0.23 1.2 機械掘削

 （注）許容せん断応力度は、コンクリートのみでせん断力を負担させる場合の値を示す。 

3) 既成コンクリート杭のコンクリートの許容応力度は、表 6-4、表 6-5 のとおりとする。 

表 6-4 PHC 杭及び SC杭のコンクリートの許容応力度（N/mm2） 

杭 種

応力度の種類 

PHC 杭 SC 杭 

設 計 基 準 強 度 80 80 

曲げ圧縮応力度 27 27 

軸 圧 縮 応 力 度 23 23 

曲げ引張応力度 0 ― 

せ ん 断 応 力 度 0.85 0.85 

(注)許容せん断応力度は、コンクリートのみでせん断力を負担させる場合の値を示す。 

表 6-5 地震の影響を考慮するときの PHC 杭のコンクリートの 
許容曲げ引張応力度（N/mm2） 

有効プレストレス σce 3.9≦σce＜7.8 7.8≦σce 

曲げ引張応力度 3.0 5.0 

 

(3) 設計計算に用いる物理定数 

コンクリートのヤング係数は、表 6-6 のとおりとする。 

表 6-6 コンクリートのヤング係数（N/mm2） 

種  類 ヤング係数 

設計基準強度 σck=18N/mm2 2.2×104 

設計基準強度 σck=24N/mm2 2.5×104 

設計基準強度 σck=27N/mm2 2.65×104 

設計基準強度 σck=30N/mm2 2.8×104 

深 礎 杭 2.5×104 

場所打ち杭 2.5×104 

P H C 杭 4.0×104 

S C 杭 3.5×104 
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(1) コンクリートは原則として、表 6-1 の設計基準強度を用いるものとする。 

 1) 橋台、橋脚、場所打ち杭、深礎杭のコンクリートは、設計基準強度 24N/mm2を基本とする。 

2) 上部構造の規模、支承条件および地形条件などから下部構造の寸法が制約される場合、高さが 30m

を越える高橋脚では、設計基準強度 30N/mm2のコンクリートを使用してもよいものとする。 

3) 塩害の影響が懸念される場合に、できる限り水セメント比(W/C)を下げ、密実なコンクリートとす

るのがよいことから、SD345 を用いる場合でも設計基準強度 30N/mm2のコンクリートを選定するのが

望ましい。 

 

(2)1) コンクリートのみでせん断力を負担する場合の許容せん断応力度（τa1）は、コンクリートが負

担できる平均せん断応力度（τc）を 1.5の安全率で乗じた値としていることから、地震の影響を

考慮する場合においては道示Ⅳ5.2 表-5.2.1 に示すτｃの値を用いるものとする。 

その他の従荷重あるいは従荷重に相当する特殊荷重を考慮する場合においては 1-3 に示す荷重

組合せに応じた割増係数をτa1に乗じた値を許容応力度としてよいものとする。 

2) 杭頭結合部は杭とフーチングとの複合構造であり、その応力伝達機構や破損構造が複雑であるこ

と、また、せん断耐力にはコンクリート強度ばかりでなく、部材の断面の形状や引張鉄筋量等に関

係することなどを総合的に判断し、押抜きせん断応力度に対しては荷重の組合せによる割増しをお

こなわないものとする。 

3) 場所打ち杭の許容応力度については、大気中で施工する場合と水中コンクリートの場合について、

その値を取り違えないように適用区分を示したものである。 

 

(3) σck＝18N/mm2のヤング係数は道示Ⅰ3.3 表-3.3.3 に規定されている値を用いて直線補間により求め

たものである。 
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1-2 鉄筋および構造用鋼材 

 

(1) 鉄筋の材質は原則として SD345 とするが、橋脚柱部や場所打ち杭・杭頭部への適用を考慮し、

SD390 および SD490 を記載した。また、鉄筋径は下記に示すとおりとする。 

13mm、16mm、19mm、22mm、25mm、29mm、32mm、35mm、38mm、41mm、51mm 

ただし、場所打ち杭には、35mm 以下の径の使用を標準とする。 

 

(2) 鉄筋の 大定尺長は原則として 12m とする。 

 

(3) 鉄筋の許容応力度は表 6-7 のとおりとする。 

表 6-7 鉄筋の許容応力度（N/mm2） 

鉄筋の種類 

 応力度、部材の種類 
SD345 SD390 SD490

ⅰ)活荷重及び衝撃以外の主荷重が作用する場合(はり部材等) 100 100 100 

ⅱ)一般の部材 180 180 180 荷重の組合せに衝突荷

重又は地震の影響を含

まない場合の基本値 ⅲ)水中又は地下水位以下に設ける部材 160 160 160 

ⅳ)軸方向鉄筋 200 230 290 荷重の組合せに衝突荷

重又は地震の影響を含

む場合の基本値 ⅴ)上記以外 200 200 200 

引
張
応
力
度 

ⅵ)鉄筋の重ね継手長又は定着長を算出する場合の基本値 200 230 290 

ⅶ) 圧 縮 応 力 度 200 230 290 

 

表 6-8 アーク溶接によるすみ肉溶接部の許容せん断応力度（N/mm2） 

鉄筋の種類 

溶接の種類 
SD345 

工場溶接 105 

現場溶接 工場溶接と同じ値 

 

(4) 鋼管杭及び鋼管ソイルセメント杭の材質は、原則として SKK400(JIS A 5525)とする。 

ただし、鋼管ソイルセメント杭に使用する鋼管は、ソイルセメントとの付着を確保するための

外面突起を有するものを標準とする。 

 

(5) 鋼管杭及び鋼管ソイルセメント杭の許容応力度は、表 6-9 のとおりとする。 

表 6-9 鋼管杭及び鋼管ソイルセメント杭の許容応力度（N/mm2） 

応力度の種類 SKK400 SKK490 

許容曲げ引張応力度 140 185 

許容曲げ圧縮応力度 140 185 

許 容 せ ん 断 応 力 度 80 105 
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(1) コンクリートの設計基準強度を踏まえ、経済性を考慮のうえ鉄筋の材質は SD345 とし、鉄筋径は 51mm

まで使用出来るものとしたが、35mm 以上の太径鉄筋は原則として柱部材に使用するものとし、水平鉄

筋には使用しないものとする。なお、鉄筋の材質で SD390 および SD490 を使用する場合には、適用性

の検証実験におけるコンクリート強度の組合せの関係から、設計基準強度 30N/mm2 のコンクリートを

選定するのがよい。 

場所打ち杭には、35mm 以下の径の使用を標準としたが、杭が鉄筋応力で決定され杭列・杭本数増と

なり著しく不経済と成り得る場合やフーチング鉄筋との取り合い、施工性等より一重配筋が望ましい

と考えられる場合は太径鉄筋の使用も可能とする。 

 

(3)1) 表 6-7 に示すⅱ)、ⅲ)の適用区分は原則として下記によるものとする。 

ⅱ)を適用 ········ パラペット、ウィング、側壁および下記以外の部材。 

ⅲ)を適用 ········ 河川橋では H.W.L 以下の部材。河川橋以外ではフーチング。 

ただし山地部等で地下水位がフーチング底面より明らかに低いことが確

認できる場合にはⅱ)を適用するものとする。 

2) 下図のようなラーメン橋台において輪荷重の繰返しを直接受ける頂版は鉄筋コンクリート床版に

準ずるものとし、鉄筋の許容応力度は表 6-10 の値を用いるものとする。 

 

 

表 6-10 頂版鉄筋の許容応力度（N/mm2） 

常 時 140 

地震時 200×1.5＝300 

 

(4) 杭体に生じる応力度により杭サイズが決定される場合で、打撃による座屈の恐れがない場合には

SKK490 の使用についても検討するものとする。 
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1-3 荷重組合せによる許容応力度の割増し 

 

下部構造設計における荷重組合せによる許容応力度の割増しは表 6-11 によるものとする。 

表 6-11 許容応力度の割増し係数 

割 増 し 係 数 

荷重の組合せ 鉄筋コンクリート構造 

無筋コンクリート構造 
鋼構造 

1) 主荷重(P)＋主荷重に相当する特殊荷重(PP) 1.00 1.00 

2) 
主荷重(P)＋主荷重に相当する特殊荷重(PP)

＋温度変化の影響(T) 
1.15 1.15 

3) 
主荷重(P)＋主荷重に相当する特殊荷重(PP)

＋風荷重(W) 
1.25 1.25 

4) 
主荷重(P)＋主荷重に相当する特殊荷重(PP)

＋温度変化の影響(T)＋風荷重(W) 
1.35 1.35 

5) 
主荷重(P)＋主荷重に相当する特殊荷重(PP)

＋制動荷重(BK) 
1.25 1.25 

6) 
主荷重(P)＋主荷重に相当する特殊荷重(PP)

＋衝突荷重(CO) 
1.50 1.70 

7) 
活荷重および衝撃以外の主荷重＋地震の影

響（EQ） 
1.50 1.50 

完成後の応力度が著しく低く

なる場合 
1.50 1.50 

8) 

施 工 時 荷 

重 (ER) 

の 組 合 せ 
完成後の応力度が許容応力度

と同程度になる場合 
1.25 1.25 
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1-4 土の諸定数 

 

設計計算に用いる土の単位重量およびせん断抵抗角は、原則として土質試験をおこなって定め

るものとする。 

 

1) 橋台裏込土の単位重量(γ)と、せん断抵抗角(φ)は、土質の状況によってさまざまに変化するが、

一般的には、φ＝30°～35°、γ＝18kN/m3～20kN/m3の範囲にある。したがって、裏込土の算出箇

所を設計段階で特定できない場合については、経済性にも大きく影響を与えることなく、安全性の

高い設計となる表 6-12 に示す値を用いるものとする。 

表 6-12 橋台裏込土の諸定数 

裏込土の種類 単位重量 kN/m3 
せん断抵抗角

（度） 

砂質土および砂、砂礫 20 30 

2) 橋台裏込めには原則として、粘性土は用いないものとする。 

3) 箱式橋台の中詰土、ラーメン式橋台内の通路部や逆Ｔ式橋台の前趾上などの埋戻し土は表 6-13

に示す値を用いるものとする。 

表 6-13 中詰土・埋戻し土の諸定数 

土の種類 
単位重量 

γ kN/m3 

せん断抵抗角

(度) 
備  考 

中 詰 土 18 〔15〕 30 [ ]内は滑動照査時 

埋戻し土 18 30  

4) 地下水位以下にある土の単位重量は、表 6-12、表 6-13 の値から 9 を差し引いた値とするものと

する。 
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第２章 設計に関する一般的事項 

 

 

2-1 設計の基本方針 

 

(1) 下部構造の設計にあたっては、上部構造からの荷重ならびに下部構造自体に作用する荷重を安

全に地盤に伝えるとともに、上部構造より与えられた設計条件を満たすものとする。 

 

(2) 下部構造は、洪水の影響を適切に考慮して設計する必要がある。 

 

(3) 下部構造は、常時、暴風時及び地震時に対して、橋全体系の要求性能を満足するように各部材

の限界状況を適切に設定し、この限界状態をこえないことを照査するものとする。常時、暴風時

及びレベル 1地震時に対しては許容応力度法により、部材に生じる応力度が許容応力度以下とな

ることを、さらに、道示Ⅳ9.2 の規定に従って、基礎の安定性を照査するものとする。また、レ

ベル 2地震時に対しては、道示Ⅴ6.4 の規定に従って地震時保有水平耐力法により照査するもの

とする。 

 

(4) 下部構造の設計にあたっては、耐久性の確保に配慮しなければならない。 

 

(5) 基礎は、上部構造及び下部構造からの作用荷重に対して地盤反力度、杭頭反力、変位等を算定

し、その安定性を照査するとともに、安定計算により算定された断面力に対して部材の安全性の

照査を行う。 

 

(2) 下部構造の設計にあっては、それぞれの建設地点における河川の性状、既往の洪水規模、湾曲部等

の水衝部との位置関係等を十分把握し、橋の架橋位置やけた下の余裕高さを決定する必要がある。 

 

(3) 橋台は、根入れ部の土砂、裏込め土等による減衰効果が大きいため、地震時に作用する慣性力が相

対的に小さく、橋脚に比較して地盤との相対変位が小さいことから、地震時保有水平耐力法による耐

震設計はおこなわないものとする。ただし、橋台背面に土圧が作用しない軽量盛土の FCB や EPS を用

いた場合は、橋脚と同様に橋軸直角方向の安定性や地震時保有水平耐力法もおこなうものとする。 

 

(4) 鉄筋コンクリート構造の場合には、コンクリート及び鉄筋それぞれの劣化因子に対して耐久性を有

するように検討する必要がある。塩害の影響が懸念される場合には道示Ⅳ6.2 の規定に従って十分な

検討を行うものとする。なお、路面凍結抑制剤の飛散に対する影響については、第 2 編 10.4 凍結抑

制剤が散布される箇所の橋の対策に準ずるものとする。 

 

(5) 基礎の設計においては、許容応力度法により支持力や変位、応力度等を照査するとともに、地震時

保有水平耐力法により基礎の安定性を照査し、部材の設計をおこなうものとする。 
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2-2 部材の設計計算 

 

(1) 常時、暴風時及びレベル 1地震時における部材の照査にあたっては、部材断面に生じる断面力

は、弾性理論により算出するものとする。 

 

(2) レベル 2地震時における部材の照査にあたっては、部材に生じる断面力及び変形は、部材の塑

性化を考慮した解析により算出するものとする。 

 

(1) 常時、暴風時及びレベル１地震動に対する断面照査時には、コンクリート部材、鋼部材を問わず、

その部材に生じる軸方向力、せん断力、曲げモーメントは弾性理論によって求めるものとし、コンク

リート部材の曲げ剛性、せん断剛性およびねじり剛性は、計算を簡略化するため、鋼材を無視し、コ

ンクリートの全断面を有効として算出した値を用いるものとする。 

 

(2) レベル 2地震動に対する橋脚および基礎の耐震設計を行う場合、鉄筋コンクリート橋脚、杭、ケー

ソン本体などについては、部材の非線形域でのエネルギー吸収性能を考慮した設計をおこない、その

他はり部材、フーチングなどについては、部材の非線形域でのエネルギー吸収性能が不明なこと、地

震時に交番繰り返し荷重を受けないことを考慮し、発生する断面力が部材の耐力に達しないように設

計をおこなうものとする。 
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2-3 下部構造を設計する場合の活荷重 

 

下部構造を設計する場合の活荷重は、原則として L荷重を用いるものとし、構造物に も不利な

影響を与えるように負載するものとする。 

 

1) 下部構造を設計する場合の活荷重は、ほとんどの場合Ｌ荷重が不利な影響を与えるので、L 荷重

を載荷することとしたが、スパンが小さい(15m 未満)場合には、T荷重を載荷するほうが大きいこ

とがあるので、検討を行うものとする。 

2) 幅員方向の活荷重は、下部工の躯体形状にしたがって、考えている部材断面に 大応力度を生じ

させるように載荷するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

a+b=5500 

(a)2 車線の場合 (b)4 車線で橋脚が一体構造の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｲ)上部工一体形 (ﾛ)上部工分離形 

(c) 4 車線で橋脚が分離構造の場合 (d)張出し部の断面設計に考慮すべき載荷方法 

(一般的な載荷方法) 

図 6-1 活荷重の載荷方法 

 

5500 ａ ｂ

-

+

p1/2,p2/2 p1/2,p2/2 p1,p2 p1/2,p2/2 p1/2,p2/2 p1,p2 p1,p2

主げたの 

反力の影響線

- 

+ 主げた Aの 

反力の影響線 

p1/2,p2/2 p1/2,p2/2
p1,p2 p1,p2 

p1,p2 p1,p2 
p1/2,p2/2 p1/2,p2/2 

Ａ Ａ 

5500

5500

5500 5500

主げた Aの

反力の影響線
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3) はりなどの設計に用いる活荷重反力算出にあたっての橋軸方向の載荷は、図 6-2 に示す方法によるも

のとする。 

P2 P1＋P2 

 

 

反力影響線 

 

 

 

 

図 6-2 はりなどを設計する場合の活荷重の載荷方法 

 

2-4 橋台に作用する土圧 

 

(1) 土圧は背面に作用する分布荷重とし、常時は道示Ⅰ2.2.6、地震時は道示Ⅴ6.2.4 によるもの

とする。 

 

(2) 常時においては、橋台背面に地表面載荷荷重 10kN/m2を考慮するものとする。 

 

(3) 土圧の作用面は次のとおりとする。 

1) 重力式橋台、箱式橋台、およびラーメン式橋台で後フーチングが短い場合は、躯体コンクリ

ート背面とする。 

2) 逆 T式、控え壁式橋台の場合は、安定計算においては後フーチング縁端から鉛直な仮想背面

とし、たて壁の設計においては、躯体コンクリート背面とする。 

 

1) 重力式橋台、および後フーチングの突出長が 1m未満の箱式橋台、ラーメン式橋台の土圧の作用面

は、躯体コンクリート背面とする。 

また、逆 T式、控え壁式橋台の場合は、後フーチングの突出長が長いため、安定計算とたて壁の

断面計算の土圧作用面を区別したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

(a)重力式橋台 (b)逆Ｔ式、控え壁式橋台 

図 6-3 土圧の作用面 

10m

a d 

b c c 

P 

δ

P 

θ+δ

θ 
安定計算の 

土圧作用面 
土
圧
作
用
面 

壁設計の 

土圧作用面
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2) 土圧作用面の壁面摩擦角（δ）は、表 6-14 の値を用いるものとする。 

表 6-14 土圧作用面の壁面摩擦角 

壁 面 摩 擦 角 
橋 台 の 種 類 計 算 の 種 類 摩擦角の種類 

常時δ 地震時δE

重力式 

箱式またはラーメン式 

(後ﾌｰﾁﾝｸﾞ突出長 1m 未満) 

安定計算、壁の断面計算 土とコンクリート φ/3 0 

安 定 計 算 土 と 土 φ φ/2 逆 T式 

控え壁式 

箱式またはラーメン式 

(後ﾌｰﾁﾝｸﾞ突出長 1m 以上) 
壁 の 断 面 計 算 土とコンクリート φ/3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

常 時 δ=φ 常 時 δ=φ/3(δ=φ) 

地震時 δ=φ/2 地震時 δ=0(δ=φ/2) 

後フーチング張出長(ℓ )が 1m 以上の 

場合は逆Ｔ式と同様に考える 

(a)逆Ｔ式・控え壁式    (b)箱式・ラーメン式 

図 6-4 安定計算用の壁面摩擦角 

 

 

 

 

 

 

 

常 時 δ=φ/3 常 時 δ=φ/3 

地震時 δ=0 地震時 δ=0 

(中詰土砂がある場合はその土圧を考慮する) 

(a)逆Ｔ式・控え壁式         (b)箱式・ラーメン式 

図 6-5 躯体設計用の壁面摩擦角 

δ：土と土との

  壁面摩擦角

δ：土とコンクリートとの

  壁面摩擦角 

δ δ 

P 

ℓ

δ δ 

P 

δ：土とコンクリートとの

  壁面摩擦角 

P 

δ：土とコンクリートとの

  壁面摩擦角 

Ｐ
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2-5 荷重の組合せ 

 

橋台、橋脚の設計は、道示Ⅳ3.2 表-3.2.1 に規定する荷重の組合せのうち、 も不利な組合せに

ついて、安定計算および部材の断面計算をおこなうものとする。 

 

1) 橋台の設計における荷重の組合せは、表 6-15 のとおりとする。 

表 6-15 荷重の組合せ(橋台) 

計算ケース 

 荷重項目 
常時 地震時

躯体および土砂自重 （G,W） ○ ○ 

死荷重 (Rd) ○ ○ 上部工 

反 力 活荷重 (Rℓ ) △ × 

土 圧 力 (P) ○ ○ 

地表面載荷荷重 (q) ○ × 

前フーチング上の土砂自重 (Dv) ○ ○ 

浮 力 (U) △ △ 

地 震 の 影 響  × ○ 

注）○：考慮する △：場合により考慮する ×：考慮しない 

 

ｲ) 常時における活荷重は支持の計算においては考慮するが、滑動および転倒の計算においては考

慮しないものとする。 

ﾛ） 安定計算において前フーチングの上載土砂は鉛直力として考慮するが、地震時の水平方向慣性

力は考慮しないものとする。 

ﾊ） 後フーチングの上載土砂は安定計算においては鉛直力、水平方向慣性力とも考慮するが、たて

壁の断面計算においては水平方向慣性力は考慮しないものとする。 

ﾆ) 浮力について 

a) 浮力は、下部構造の安定に不利となるように考えるものとし、転倒や滑動の計算には考慮し、

支持の計算には考慮しないものとする。 

b) 橋台に浮力を考慮する場合の水位は、河川区域内では常時で H.W.L（高水位）、地震時で M.W.L

（平水位）とするが、平地部においては、地下水位もしくは、フーチング上面のいずれか高い

方とする。山地部等で地下水位がフーチング底面より明らかに低いことが確認できる場合には、

浮力を考慮しなくてもよいものとする。 

c) H.W.L（高水位）および M.W.L（平水位）については、河川管理者等と協議するものとする。 

q 

GH   WH PV  P 

δ 

PH 

0 点

y

x
U 

DV

y R
 

B(m) 

H(
m)
 

GV WV 

(
浮

力
考

慮
時

の
水

hu
 

図 6-6 橋台設計用の荷重 

RH
Rd+Rℓ
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ﾎ) 地表面載荷荷重は、各計算においても も不利となるように載荷するものとする。 

 q q q 

Rd+R Rd Rd 

 

 

 

 

(a)支持の検討  (b)滑動および転倒の検討 (c)躯体の設計 

図 6-7 地表面載荷荷重の載荷方法例 

 

2) 橋脚の設計における荷重の組合せは、表 6-16 のとおりとする。 

表 6-16 荷重の組合せ（橋脚） 

計算ケース 

 荷重項目 
常時 地震時 暴風時

躯 体 自 重 （G） ○ ○ ○ 

死荷重 (Rd) ○ ○ ○ 上部工 

反 力 活荷重 (Rℓ ) ○ × × 

フーチング上の土砂自重 (Dv) ○ ○ ○ 

流 水 圧  △ × △ 

動 水 圧 (PWH) × △ × 

浮 力 (U) × △ △ 

地 震 の 影 響  × ○ × 

温 度 変 化 の 影 響  △ × × 

風 荷 重  × × ○ 

注）○：考慮する △：場合により考慮する ×：考慮しない     図 6-8 橋脚設計用の荷重 

 

ｲ) フーチング上の土砂自重は、将来洗掘のおそれが考えられる場合には、浮力考慮時に考慮しない

ものとする。また、地震時における安定計算では、水平方向の慣性力は考慮しないものとする。 

ﾛ) 河川中の橋脚の浮力および動水圧は地震時のみ考慮するものとし、その場合の水位は M.W.L（平

水位）とするが、平地部においては、地下水位もしくはフーチング上面のいずれか高い方とする。

山地部等で地下水位がフーチング底面より明らかに低いことが確認できる場合には、浮力を考慮

しなくてもよい。 

ﾊ) H.W.L（高水位）および M.W.L（平水位）については、河川管理者等と協議するものとする。 

ﾆ) 橋軸方向および橋軸直角方向の安定計算は、原則として常時においては(死荷重＋活荷重)、地震

時においては(死荷重＋地震の影響)の組合せとする。 

ﾎ) 橋脚高の高い場合や遮音壁を取り付けた場合などでは、風荷重により基礎の安定が左右されるこ

とがあるので、このような場合は暴風時として安定計算をおこなうものとする。 

ℓ  

 

GV 

M.W.L(平水位)

 PWH 
GH 

DV DV 

U 

B(m) 

H U
(浮

力
考
慮
時
の
水
位
) 

H d
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ﾍ) 風荷重や温度変化の影響などによる水平方向の荷重を考慮する場合は、活荷重を組合せる場合に

ついても検討するものとする。 

ﾄ) 温度変化の影響は、一般的に部材設計については考慮するが、安定計算については考慮しなくて

よいものとする。ただし、次のような条件の場合は、安定計算についても考慮する必要がある。 

  ・連続する径間数が多く、基礎に変状が生じるような過大な変位が生じる可能性がある場合 

  ・斜面上の基礎のように、基礎前面地盤の受働抵抗が平坦地盤に比べて相対的に小さい場合 

  ・常時の状態で基礎に著しい偏心が生じている場合 

  ・曲線橋や斜橋のように基礎に作用する荷重の方向が複雑な場合 

ﾁ) 図6-9に示すように橋脚の前面側と背面側とで地盤高が異なり、躯体に偏土圧が作用する場合には、

安定計算および柱の断面計算に偏土圧を考慮するものとする。 

偏土圧を考慮する目安としては、前面側地盤から 45°で立ち上げたライン内に躯体が入る場合

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-9 橋脚の偏土圧の載荷例 

 

45°
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第３章 橋台・橋脚の設計 

 

 

3-1 適用範囲 

 

この章は、主として鉄筋コンクリート構造の橋台・橋脚の躯体およびフーチングの設計に適用す

るものとする。 

 

ここでは、主として、鉄筋コンクリート構造の橋台・橋脚の躯体およびフー

チングの設計について規定するものであり、鋼製橋脚や PC 構造部材等につ

いては、他の規定によるものとする。 

 

3-2 橋座の設計 

 

(1) 橋座幅は、支承縁端と下部構造頂部縁端との距離(S)および、けた端から下部構造頂部縁端ま

でのけたかかり長(SE)とけた端遊間、支承幅を考慮のうえ、決定するものとする。 

 

(2) 下部構造頂部における橋軸方向の支承縁端と下部構造頂部縁端との距離(S)は、次に示す値と

する。 

S＝0.2＋0.005ℓ       ℓ ：支間長(m) 

 

(3) 橋座部は、橋軸方向において、道示Ⅴ耐震設計編 15.4 に規定する支承部の設計水平地震力に

対し、十分な耐力を有するよう設計をおこなうものとする。 

 

(4) 橋座部は、鉄筋を配置することにより十分に補強をおこなうものとする。 

 

(5) けた端から下部構造頂部縁端までのけたかかり長(SE)については道示Ⅴ16.2 によるものとす

る。 

 

(6) 橋座は原則として段差を設けない構造とする。また、維持管理の確実性及び容易さを考慮して

構造的な配慮を行うものとする。 

 

 

(1) 橋座幅は、一般的に次式により求めるものとする。 

B ≧ S′E1＋S′E2＋a 

S′E1 ≧ S1＋b1/2＋ℓ 1 

S′E2 ≧ S2＋b2/2＋ℓ 2 
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ここに、  S’E1 a S’E2 

B ：橋座幅 

S1、S2 ：支承縁端と下部構造頂部縁端との距離 

S′E1、S′E2 ：けた端から下部構造頂部縁端 

 までのけたかかり長 S1 b1 b2 S2 

b1、b2 ：支承幅 

ℓ 1、ℓ 2 ：けた端の張出し長 

a ：遊間  

 

S′E1、S′E2の位置が道示Ⅴ16.2 に規定するけたかかり長(SE)より小さい場合は、SEを用いるものとす

る。 

なお、遊間 aは桁と桁もしくは桁とパラペットなどが地震時に衝突しないように、適切な値を確保す

るものとし、次に求めるものとする。 

ゴム支承による荷重分散方式では、桁の移動量はレベル 2地震動が作用した（地震時保有水平耐力法）

設計時が卓越するため、次式により求めるものとする。 

a ＝UB＋LA ：桁と橋台又は橋脚の段違い部 

 ＝CB・UB＋LA ：桁と桁 

 

 

 

橋 脚 

 

図 6-11 けた端部の遊間 

UB ＝H/ΣKi 

H ＝Cm・Pu 

Ki ＝1/(1/Kp＋1/ksi) 

Ksi ＝A′・G0/Σte・n 

a ：桁端部の遊間量 

LA ：余裕量（＋15mm） 

UB ：レベル 2地震動が作用した場合の支承の設計移動量 

Cm ：支承の設計変位の算出に用いる動的補正係数で 1.2 とする。 

Pu ：橋脚に塑性化を考慮する場合には橋脚の終局水平耐力に相当する水平力、また、基

礎に塑性化を考慮する場合には基礎の 大応答変位に相当する水平力。 

ΣKi ：橋脚およびゴム支承の合成ばね定数の合計 

Kp ：橋脚の降伏剛性 

Ksi ：支承の剛性 

CB ：掛け違い部での遊間量の補正係数。隣接する 2連のけたの固有周期差に応じて道示

Ⅴ14.4.1 表-14.4.1 によるものとする。 

ℓ 1 ℓ2 

図 6-10 橋座幅 

B 

けた けた けた 

a a

橋
台
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A′ ：ゴム支承の製品寸法により求めた支圧面積 

G0 ：ゴムのせん断弾性係数 

Σte ：ゴムの支承の厚さ(1支承のゴム厚部分) 

n ：1支承線上のゴム支承の個数 

 

1 点固定支承やヒンジ支承を有する桁の場合は、地震時の移動量(橋脚の弾性変形)が温度変化の変形

より小さいため、温度変化における桁の移動量や活荷重によるたわみを考慮して決定するものとする。 

 

(2)1) 支承縁端と下部構造頂部縁端との間の距離(S)は図 6-12 に示すように、地震時の荷重を伝達する

部材としてアンカーボルトにより支承を固定する場合には、支承の種類に関係なく、アンカーボル

トの中心から下部構造頂部縁端までの距離としてよい。 

 

 S S 

 

 

 

 

 

(a) ゴム支承          (b) 鋼製支承 

図 6-12 支承縁端距離(S) 

 

2) 直線における支承縁端距離(S)は、橋軸方向および橋軸直角方向のそれぞれについて確保するもの

とし、斜線および曲線橋においては、 も不利となる距離を 2方向で確保するものとする。なお、

橋軸直角方向の支承縁端距離の場合、けたの架設、架替え等の作業空間も考慮して定めるものとす

る。 

 

支承 支承 

 

 

 

 

 

橋軸方向 橋軸方向 

 

図 6-13 支承縁端距離の方向 

 

S 

S 

S 

S
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3) 斜線および曲線橋におけるけた端から、下部構造頂部縁端までのけた長(S’E)は、下部構造の設計

断面方向にとるものとする。 

 

 

 

 

S 

 

 

 

図 6-14 斜線および曲線橋における S’Eの方向 

 

(3) 橋座部は、支承を通じて上部構造を支持する箇所であるため、地震時などに大きな水平力が作用し、

橋座部のコンクリートが破壊した場合には、けたの沈下や落下につながる可能性もあるため、橋軸方

向においては、支承部の設計水平地震力に対し十分な耐力を有するよう次式により設計をおこなうも

のとする。なお、落橋防止構造等が取付く場合は、その作用力に対しても十分な耐力を有すること。 

H ≦ Pbs 

H ：支承部の設計水平地震力 

Pbs ：橋座部の耐力 

なお、支承部の設計水平地震力については、道示Ⅴ15.4 により、橋座部の耐力については、道示Ⅳ

8.6 によるものとする。 

水平補強筋は、中間帯鉄筋と同等の定着を行った D16 以上の鉄筋で、スターラップと同間隔に配置

し、以下の算定法で橋座部の耐力が作用する水平力以上になる様に鉄筋量を定めるものとする。ただ

し、計算で必要とならない場合でも配置するのが望ましい。（図 6-15） 

H＝Cm・Pu/n 

 Pbs＝PC＋PS 

H ：各支承部の設計水平地震力 

Cm ：支承の設計変位の算出に用いる動的補正係数で 1.2 とする 

PU ：橋脚に塑性化を考慮する場合には橋脚の終局水平耐力に相当する水平力、ま

た、基礎に塑性化を考慮する場合には基礎の 大応答変位に相当する水平力 

n ：1基当りの支承数 

Pc ：コンクリートの負担する耐力 

Ps ：補強鉄筋の負担する耐力 

S’E 

S’E 

橋軸方向 
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一方、支承取付け部においては支承面に作用する鉛直力による支圧に対して、D16 以上の支圧補強筋

を格子状に配置する(図 6-15(a))。但し、当該部は鉄筋が交錯するため、配筋にあたっては相互の鉄筋

の取り合いやかぶり等に十分配慮する必要がある。また、横変位拘束構造などにアンカーバーを用いる

場合、その取付け部も同様に鉄筋による十分な補強を行う必要がある(図 6-15(b))。 

 

A－A断面                 B－B断面 

 

橋軸方向 A 

 S 

B B 

 

 

 A 

 

 (a)支承取付部（橋脚張出し部に設置した場合） 

 

A－A断面                 B－B断面 

 橋軸方向 

 S  A 

 

B B 

 

 

 A 

 補強区間 補強区間 

 

(b)アンカーバー取付部（橋台や壁式橋脚に設置した場合） 

図 6-15 橋座部の配筋例 

 

かぶせ筋 

(水平補強筋を兼ねる) 

橋
軸
方
向 

橋
軸
方
向

スターラップ 

(水平補強筋を兼ねる) 

補強区間 

D16以上 

支圧補

水平補強筋

スターラップ 

(水平補強筋を兼ねる) 

水平補強筋 

かぶせ筋 

(水平補強筋を兼ねる) 
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3-3 橋台の設計 

3-3-1 逆Ｔ式橋台 

 

(1) たて壁はフーチングとの接合部を固定端とする片持ばりとして設計するものとする。 

 

(2) フーチングはたて壁との接合部を固定端とする片持ばりとして設計するものとする。 

 

(3) 土圧は、たて壁には壁背面に直接作用させ、後フーチングには安定計算で作用させた土圧の鉛

直土圧を三角形分布で作用させるものとする。 

 

1) たて壁は、せん断力に対して斜引張鉄筋を使用しなくてもよい厚さを確保することが望ましいが、

コンクリートのみでせん断力を負担する場合の許容せん断応力度（τa1）が小さくなったことから、

せん断力に対して斜引張鉄筋を考慮してもよい。 

2) 逆Ｔ式橋台の形状は、施工性に配慮し、原則としてたて壁の鉛直面およびフーチング上面にはテ

ーパーをつけない図 6-16 に示す形状とする。なお、パラペット上面は路面勾配に合せるものとす

るが、沓座面については、橋軸直角方向に水平な場合は、水が溜まらないよう橋軸方向壁前面側に  

3％程度の勾配を付けるものとする（第 2編 10-5 耐久性向上のための構造細目参照）。 

 

 

 

H 

 

 

 

 

図 6-16 逆Ｔ式橋台の形状 

3) 橋台の全高(H)は 0.1m 単位を原則とするが、設計計算モデルに用いる橋台の全高(H)については

0.5m 単位に丸めてもよい。これは、ボーリングの N値データが 1mピッチでしかないなどの地盤条

件設定状況に対して、過度に細かい単位での設計計算は時間を要するだけで意味が薄いことを考慮

したものである。特に、設計 終段階で求められる沓高と当初想定値との差異により、全体系の再

解析に至る手戻りが発生すると影響が大きいことから、設計計算上は全高を 0.5m 単位に丸めても

よいこととした。 

4) フーチング幅(B)は 0.5m 単位を原則とするが、杭基礎のうち 小杭間隔で幅が決定される場合、

または障害物、用地境界などによりフーチング幅が決定される場合は 0.1m 単位とする。 

5) 橋台の全高およびフーチング幅以外の各部材寸法は、原則として 0.1m 単位とする。 

B

3％ 

路面勾配

による 
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6) たて壁およびフーチングの断面計算における荷重状態は図 6-17、図 6-18 に示すとおりとする。 

なお、図 6-18 におけるフーチング後趾上面に載荷する仮想背面の土圧鉛直成分の算定は、フーチ

ング後趾の下端からの高さ(H)であることに留意する。 

 

 上載荷重 

 

 

 

 

 

 

 

(a)常時の壁の設計 (b)地震時の壁の設計 

図 6-17 逆Ｔ式橋台たて壁の断面計算における荷重状態 

 

 上載荷重 

 

 

 

 H 

 

 

 

 

 

 (a)常時のフーチングの設計 (b)地震時のフーチングの設計 

図 6-18 逆Ｔ式橋台フーチングの断面計算における荷重状態 
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3-3-2 控え壁式橋台 

 

(1) 前壁および後フーチングは控え壁で支えられた連続ばりとして設計するものとする。 

 

(2) 控え壁は後フーチングに固定され、はりの高さが変化するＴ形断面片持ばりの腹部として設計

するものとする。 

 

(3) 前フーチングは前壁及び後フーチングに固定された片持ばりとして設計するものとする。 

 

(4) 控え壁は、前壁と後フーチングの結合部に結合鉄筋を配置するものとする。 

 

(5) 土圧は逆Ｔ式橋台に準ずるものとする。 

 

1) 前壁および後フーチングは控え壁で固定された連続ばりとして設計するものとするが、この場合

前壁とフーチングの結合部には、結合断面における配力鉄筋と同量程度の用心鉄筋を配置するもの

とする。 

 

 

用心鉄筋 h≧0.25H 

ここに、 

H：壁の高さ(m) 

h：図示のとおり(ただし、2.0m 以下とする)(m) 

 

 

 

図 6-19 前壁と後フーチングの用心鉄筋 

 

連続ばりとして設計する場合の曲げモーメントおよびせん断力は、次式により求めてよい。 

支間曲げモーメントおよび支点曲げモーメント ：±ω・ℓ 2/10 

せん断力 ：ω・ℓ /2 

ここに、 

ω ：はりの単位幅あたりの土圧（kN/m） 

ℓ  ：控え壁の中心間隔(m) 

h

h 
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2) 控え壁では、控え壁間の中心間隔に働く水平荷重に対して曲げモーメントおよびせん断力を求める

ものとする。 

曲げモーメントに対する引張鉄筋は、控え壁の背面に沿って斜めに配置するものとするが、その

断面積は、はりの高さが変化するくさび形のはりとして求めるのがよいが、簡単のため T形断面に

おけるコンクリートの全圧縮応力度が鉛直壁の厚さの中心に作用するものと仮定して、次式により

求めてよいものとする。 

R・γ 

χ 

 

T 

σsa 

ここに、 R 引張鉄筋 

T ：引張鉄筋に働く全引張力(N) 

A－A ：考えている断面 A C A 

C ：考えている断面の壁の中心点 

R ：考えている断面の上部に働く外力の合力(N) 

χ ：C点から引張鉄筋の図心までの距離(m) 

γ ：C点から Rまでの距離(m) 図 6－20 控え壁背面の引張鉄筋 

As ：引張鉄筋の断面積（mm2） 

σsa ：鉄筋の許容引張応力度(N/mm2) 

上式は計算の簡便をはかるため軸力を無視していることから、軸力が大きい場合には、断面の圧縮

側が危険となる場合があるので、コンクリートの曲げ圧縮応力度についても検討するものとする。 

 

3) 結合鉄筋は、図 6－21に示すように前壁と控え壁、控え壁と後フーチングの結合部に配置するも

のとし、所要鉄筋量は次式で求めるものとする。 

Ｓ 

σsa 

ここに、As ：必要鉄筋量(mm2) 

S ：せん断力(N) 

なお、①の場合 ·前壁設計時のせん断力を用いる。  

   ②の場合 ·後フーチング設計時のせん断力を用いる。 

σsa ：鉄筋の許容引張応力度(N/mm2) 

 

 

図 6－21 結合鉄筋 

4) 控え壁の純間隔は裏込土などの施工性を考慮し 3m程度確保するものとする。 

5) 控え壁の 小厚は施工性を考慮し、70cm 程度を標準とする。 

T＝ 

As≧ 

γ

χ
T 

As＝ 

②
後
フ
ー
チ
ン
グ
と
 

控
え
壁
の
結
合
鉄
筋
 

①前壁と控え壁の結合鉄筋
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6) 前壁の厚さは支承中心線が壁厚内に入るようにし、かつ 70cm 以上とする。 

 

ここに 

t＞s 

かつ t≧70cm 

 

図 6-22 前壁の厚さ 

 

7) 各部材の寸法単位は、逆 T式橋台に準ずるものとする。 

 

 3-3-3 ラーメン式橋台 

 

(1) ラーメン式橋台のラーメン部材節点部は、それに接続する部材に断面力が確実に伝達される構

造とし、部材節点部の隅角部は、原則としてハンチを設けるものとする。 

 

(2) 荷重状態は、土圧、地震時水平力についてラーメン部材に不利になるように設計するものとす

る。 

 

1) ラーメン部材の設計については、道示Ⅲ14章ラーメン橋を参照のうえ設計するものとする。また、

道示Ⅲにも述べられているようにラーメン部材節点部には原則としてハンチを設けることとする

が、クリアランスの問題などによりハンチをつけられない場合は、隅角部のコンクリートの圧縮応

力度を 6N/mm2程度におさえて設計するのが望ましい。 

2) ラーメン橋台は原則として図 6-23(a)に示す形状とするが、道路の建築限界が確保できない場合、

また、軟弱地盤などで上載盛土を小さくする場合においては、図 6-23(b)の形状を用いるものとす

る。 

 

 

 

 

ラーメン軸線 

 

 

 (a) 基本形状  (b) 道路の建築限界が基本形状で確保できない場合等 

図 6-23 ラーメン橋台の形状 

 

3) 各部材の寸法単位は、逆Ｔ式橋台に準ずるものとする。 

s

t
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3-3-4 箱式橋台 

 

(1) 上部工反力、自重および土圧などによる全体としての曲げモーメントおよびせん断力は、前壁

の一部を圧縮フランジ、後壁の一部を引張フランジおよび隔壁(あるいは側壁)をウェブと考えた

T形ばりによって受け持たれると考え、前壁や後壁などは土圧等を主部材部である T形ばりに伝

達する部材とみなして設計するものとする。 

 

(2) 蓋版は自重、上載土重量および活荷重をうける橋軸直角方向に連続の全辺単純支持の版とみな

して設計するものとする。 

 

(3) 後壁、前壁および側壁は施工時および完成時に偏土圧および地震力を受ける版として設計する

ものとする。 

 

(4) 橋台内に水が残留することは構造および機能上、避ける必要があり、このための水抜き孔を設

けることとする。 

 

1) 片持Ｔ形ばりの圧縮フランジ(前壁)の片側有効幅(λ)はλ＝h/4＋bs とし、T形ばりとしての主鉄

筋は隔壁に両側ハンチを加えた範囲内におさめ、組立筋でこれを取り囲むようにするものとする。

また、荷重の扱い方は控え壁式橋台に準ずるものとする。 

有効幅 be 

 

 

h ：前壁の高さ 

bs ：ハンチ 

 

図 6-24 Ｔ形ばりの考え方 

 

2) 蓋版の断面力は、次のとおりとする。 

ｲ) 橋軸直角方向曲げモーメントは次式により求めるものとする。 

支点 大曲げモーメント  Mx＝1/8 ω・ℓ x
２ 

支間 大曲げモーメント   Mx＝1/10 ω・ℓ x
２ 

ここに、 

ω ：自重、上載土荷重、活荷重による等分布荷重 

ℓ x ：橋軸直角方向支間長 

λ

bs h/4
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ﾛ) 橋軸方向曲げモーメントについては二方向スラブとし表 6-17 により求めるものとする。 

表 6-17 4 辺単純支持スラブに等分布荷重が作用するときの曲げモーメント 

ℓ x/ℓ y My/Mx ℓ x/ℓ y My/Mx 

0.40 

0.45 

0.50 

0.55 

0.60 

0.65 

0.70 

0.245 

0.286 

0.328 

0.377 

0.435 

0.492 

0.550 

0.75 

0.80 

0.85 

0.90 

0.95 

1.00 

0.612 

0.684 

0.757 

0.831 

0.915 

1.000 

Mx ：橋軸直角方向曲げモーメント 

My ：橋軸方向曲げモーメント 

ℓ x ：橋軸直角方向支間長 

ℓ y ：橋軸方向支間長 

 

3) 後壁は、控え壁式橋台の前壁と同様に隔壁で固定された連続版として設計するものとする。 

4) 隔壁は、(1)の片持 T形ばりの腹版として設計するものとするが、せん断力を受ける部材であるこ

とから、T形ばりの剛性の確保、乾燥収縮によるひびわれ防止のため、十分な壁厚および鉄筋量を

有するものとする。また、側壁の面内方向については隔壁と同様にあつかうものとする。 

5) フーチングの設計は、自重、中詰土砂、および地盤反力または、くい反力の作用する 4辺固定支

持の版として設計するものである。 

6) 隔壁は、側壁とフーチング、前壁および後壁にはその結合部に結合鉄筋を配置するものとし、設

計は控え壁式橋台に準ずるものとする。 

7) 隔壁、後壁の 小厚さは 70cm 程度とし、前壁厚の考え方は控え壁式橋台に準ずるものとする。 

8) 隔壁は施工性からできるだけ少なくするものとし、原則として 2 車線の橋台では 1 箇所、4 車線

の橋台では 2箇所とする。 

9) 直接基礎の場合、中詰土砂は安定計算における支持および滑動の許容値を満足する高さとし、こ

の場合、中詰土砂の単位体積重量は、支持に対する安定計算時はγ＝18kN/m3、滑動安定計算時は

γ＝15kN/m3とする。 

10) 杭基礎の場合、中詰土砂を入れないのが通常であるが、地下水がある場合はその水位までの水の

鉛直力、水平力を考慮するものとする。 

11) 各部材の寸法単位は、逆 T式橋台に準ずるものとする。 

L C 

ℓ x

ℓ
y 

ℓ x ℓ x 
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3-3-5 斜め式橋台 

 

(1) 斜め橋台は、原則として橋軸方向と橋台背面直角方向について、安定と応力度の計算をおこな

うものとするが、一般の場合は橋台背面直角方向のみについて検討するものとする。 

 

(2) 橋台背面に作用する土圧は､図 6-25 に示すように橋台幅方向に一様に作用するものとする。 

 

 

 

 正面図 

 

 

 

 75°未満 

  

 C 平面図 

 

 

 

 側面図 

図 6-25 斜め橋台に作用する土圧 

(3) 斜角(θ)が 75°未満の橋台のフーチングは原則として、図 6-25 に示すとおり 90°まで拡大

するものとする。 

 

(1) 橋台背面は盛土により裏込めされることから、土圧は橋台背面に直角に作用するが、橋の斜角(θ)

がある程度小さくなると、橋軸方向より橋台背面直角方向が危険となることから、一般的には、橋台

背面直角方向のみについて検討するものとする。 

 

(2) 斜め橋台に働く土圧は、橋台幅の方向に一様ではないが、計算を簡略化し、かつ十分安全な設計と

なるよう、一様に作用するものとしたものである。 

 

(3) 斜角(θ)が 75°未満で、制約条件等でフーチングを 90°まで拡大できない場合や拡大規模が大き

く著しく不経済になるような拡大しない方が有利に成り得る場合については、土圧合力の作用により

橋台が回転しないことを検討したうえで適用を判断するものとする。 

90°まで拡大

ΣP

P 

θ

橋軸方向 
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(4) フーチングの主鉄筋については、以下を原則とする。 

① 主鉄筋配置の方向については、土圧作用方向と合わせるものとする。 

② 斜角が 75°以上となる場合には、構造的に影響が少ないため斜角に合わせることでよい。ただ

しフーチングを 90°に拡大する場合は、主鉄筋は土圧作用に合わせる。 

③ フーチングの橋軸直角方向幅が橋軸方向に比して小さい場合で、①で配置した主鉄筋とフーチ

ング端部の斜角方向筋との重複部が多くなる場合には主鉄筋と斜角方向に合わせることでよい。 

④ やむを得ず、主鉄筋を斜角方向に配置せざるを得ない場合は、斜角を考慮した有効鉄筋量で断

面設計を行うものとする。 

 

 3-3-6 ウィングの設計 

 

(1) 橋台に設けるウィングの 大長さ（ℓ ）は 8m程度とする。ただし、パラレル形式の場合は 6m

程度が望ましい。 

 

(2) ウィングは、活荷重による地表面載荷荷重と土圧を受ける版とし、道示Ⅳ8.4.4 による慣用法

により設計するものとする。 

 

(3) ウィングを設計する場合の設計土圧は原則として、主働土圧を用いるものとする。 

 

1) ウィングの形状図は図 6-26(a)に示すパラレル形式を標準とするが、地形上パラレル形式が困難

な場合、または将来拡幅などの恐れがある場合は図 6-26(b)(c)に示す形式が望ましい。 

なお、河川橋で堤体内にウィングを設置する場合には工作物に沿って間際が発生しやすいこと等

を考慮し、図 6-26(a)に示す形状を原則とする。 

 ℓ  ℓ  ℓ  

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

図 6-26 ウィングの形式 

 

2) ウィングの 大長は、慣用的な方法で設計が可能な 8m程度としたが、パラレル形式については片

持版となることから、構造的に配慮し 6m程度としたものである。 

3) ウィングの規模がやむを得ず大きくなる場合は、途中に支え壁を設けてよいが、この場合の 大

長(ℓ )は、支え壁から 6m程度とし、パラレル部以外は 3辺固定版として設計するものとする。 

3辺固定版の設計断面力の算定式については図 6-27、表 6-18 に示す。 
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表 6-18 三辺固定版の断面力算出式 

水 平 方 向 鉛直方向 

固 定 端 支間中央 固定端 項  目 

A B C A′ B′ D E 

モーメントM 
Px・L2 

 10 

Px・L2 

 24 

P1 P2 L2 

2 6  4 断
面
力 せん断力 S 

Px・L 

 10 
― 

  P2 L 

  2  2 

KM 1.0 0.7 0.4 1.0 1.0 0.3 0.5 補
正
係
数 KS 1.0 1.0 0.5 ― ― 0.5 1.0 

6m 程度 

 

 

 

 

支え壁 

 

 

 

 

 

      P1 P2 

図 6-27 支え壁を設けたウィング 

4) ウィングの厚さは施工性を配慮し、地覆幅以上で等厚とし、引張鉄筋は原則として一段配筋とす

る。 

5) パラレルウィングまたは側壁タイプのウィングは、水平方向の主鉄筋をパラペット配力筋(水平

筋)方向に定着させることから、パラペットの厚さや水平鉄筋量がウィングより小さい場合は、パ

ラペットに補強鉄筋を配置するものとする。 

ウィング 

 

 

As１  T2≧T1 

 As1＝As2 

補強鉄筋 As2 

 

 

図 6-28 パラペットの補強 
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6) ウィングの土被りは深さ 1m程度確保するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-29 ウィングの土被り 

7) 次の条件をすべて満たすウィングについては静止土圧により設計するものとする。 

① 踏掛版が設置されていない。 

② 歩道等が設けられていない。 

③ 橋台の前趾とウィングの角度が 90°未満である。 

④ ウィングの形状が側壁である。 

 

 3-3-7 パラペットの設計 

 

(1) パラペットは、土圧のほか、輪荷重、踏掛版からの荷重あるいは落橋防止構造からの荷重を考

慮して設計するものとする。 

 

(2) パラペットの 小厚は 50cm とし、主鉄筋の径は原則として D16mm 以上とする。 

 

(3) パラペットとウィングの隅角部にはハンチを設けるものとする。 

 

1) パラペットに作用する断面力の算定は、道示Ⅳ8.4.3 によるものとする。 

2) パラペットの 小厚は原則として 50cm とする。ただし、補償道路等で踏掛版を設けない橋台に

ついては、 小厚を 40cm としてもよい。 

3) 主鉄筋は D16mm 以上とし、その間隔は 250mm を基本としたうえで、鉄筋径と間隔(125、150mm

ピッチ)の調整を行うものとする。 

なお、太径鉄筋を使用する場合や落橋防止装置設置の際は、取り合いを考慮して配筋ピッチ

250mm を基本とする。 

4) パラペット頭部における配筋は伸縮装置とのかね合いを考慮のうえ、その種類に応じた取り合

いを明示し、後打ち部鉄筋、補強筋などを定めるものとする。 

5） PC 橋の施工時緊張作業等でパラペットを後打ち施工することが事前に予定されている場合は、

設計段階で施工とのかね合いを考慮して、機械継手の使用を検討してもよい。 

1m 1：1.5 



 6 - 32

6) 踏掛版受台の寸法、および配筋は図 6-30 のとおりとする。 

表 6-19 受台部 Hの高さ(mm) 

舗装の種類 舗装厚 踏掛版 支承 H 

ア ス フ ァ ル ト 50 400 20 470 

セメントコンクリート ― 400 20 420 

 

220 280 

 

ずれ止め鉄筋 D22×500 @500 

H：舗装の種類および構成により決まる 

  高さで表 6-19 に示す値を標準とする。 

D16 以上 

 

図 6-30 受台の寸法および配筋 

 

 3-3-8 橋台の側方移動 

 

(1) 常時偏荷重を受ける基礎で側方移動の恐れがある場合は、その影響についても検討するものと

する。 

 

(2) 側方移動についての対策工が必要となる場合は、原則としてプレロード工法によるものとする。 

 

1) 橋台のように盛土荷重によって常時偏荷重を受ける構造物を軟弱地盤に設ける場合には、基礎

の側方移動について検討するものとし、側方移動の判定は、道示Ⅳ9.9 に示す側方移動判定値(Ⅰ

値)によるものとする。 

2) I 値による判定により「側方移動の恐れあり」となった場合は対策工が必要となるが、その場

合は原則としてプレロード工法を基本とする。プレロード工法を実施する場合は，沈下・側方移

動等の動態観測により地盤の変形が収束した事を確認する条件で，プレロード後の地盤強度増加

を見込んだ I値による判定は行わなくてよい。 

また、以下のようなプレロード以外の地盤改良を実施する場合は，軽量盛土による単位重量

（γ）の削減、地盤改良による粘着力（C）の強度向上を見込んで I値による判定により安定を

確認する。 

 

D13 

H 
30
0 

50
0 

500 
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ｲ）軽量盛土 ﾛ）地盤改良 

   

 

 

 

 

 

 

 

・改良範囲全体に軽量盛土を ・DJM で改良後に橋台背面に盛土を 

使用するケース 施工する場合 

 ・及び，橋台背面の一部に土圧軽減 

の目的で軽量盛土を用いる場合 

 

 

3) 以下にようなプレロード工法に他の地盤改良を一部併用する場合は，側方移動判定値（I 値）

の適用が困難と考えられるため、円弧すべりにより側方移動を判定する。 

 

 改良施工範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 側方移動対策のための地盤改良範囲は、橋軸方向は橋台背面から軟弱地盤層厚分を原則とする。

但し、プレロードによる場合は図 6-33 を参考にして良い。 

橋軸直角方向は橋台幅程度とし、盛土法面部分は盛土法尻の安定確保や沈下抑制を目的とし

た地盤改良強度でよい。 

橋台幅部と盛土法面部の境界は、急激な改良強度の変化は段差が起こるなど問題が生じる可

能性があるため、段階的に変化させるものとする。橋軸方向についても同様に検討する。 

5) 盛りこぼし部や直角方向の盛土安定検討は、改良材の内的安定や盛土の「円弧すべり」で検討し

て良い。この場合の改良材の安定については各々の改良工法の設計基準を採用する。 

6)「円弧すべり」の検討にあたっての安全率は、道路土工の軟弱地盤対策工指針における土工安全率

に合わせ、立ち上がり時 1.10、供用開始時 1.25 とする。 

7) 斜角を有する橋台等、背面盛土の影響が複雑になると想定される場合は、橋台に及ぼす影響を十

分考慮し、地盤改良範囲（強度）を検討するのがよい。 

45° 

軽量盛土 

45° 

軽量盛土 

DJM 施工後盛土 

DJM 改良 

45°

軽量盛土

プレロード

無処理

改良施工範囲 改良施工範囲 

図 6-31 地盤改良範囲（プレロード以外の場合） 

図 6-32 地盤改良範囲（プレロード併用の場合） 
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① プレロード工法の場合 

プレロードの範囲は盛土肩をフーチング前面位置に合わせ、少なくともフーチング端部位置

で圧密層下面から 45°に上げた範囲までをプレロード必要盛土高で施工するものとする。 

 

1m 程度 10m 程度 

 

1:n 1:n 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-33 プレロード工法の施工範囲 

② 改良材使用の場合 

橋台背面についてのみ、フーチング端から 45°の範囲まで地盤改良を行うものとする。 

 

改良施工範囲 改良施工範囲 

 

1:n 1:n 

 

 

 

 

 

 ℓ 2 ℓ 1 ℓ 2 

 ℓ 1 ：側方移動に対する改良 

  ℓ 2 ：盛土法尻安定、沈下抑制に対する改良 

    注）盛土法面部は急激な改良強度の変化を 

 避け、段階的に変化させるものとする。 

 

図 6-34 改良材使用の場合の施工範囲 

設
計
盛
土
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 3-3-9 幅の広い橋台の設計 

 

幅の広い橋台は、温度変化および乾燥収縮による鉛直方向のひびわれ、ならびに横方向における

不等沈下を考慮し、適切に設計するものとする。 

 

1) 通常橋台の場合は、壁の背面と正面では温度変化および乾燥収縮量に差があって鉛直方向のひび

われ発生の原因となりやすいことから、広幅員の橋台に対しては、次のように対処するものとする。 

ｲ) 壁の高さ 1mあたり、5cm2以上の鉄筋を 30cm 間隔で水平に配置するものとする。 

ﾛ) 2 車線の橋台で躯体幅が 15m 以上になる場合は、V形の切れ目(Vカット)を設置するものとする。

ただし、鉄筋は切らないものとする。 

 

 

 

 

 

 

図 6-35 橋台の Vカット 

ﾊ) 4 車線以上で上部工が上・下線各々独立構造の場合は、躯体立上り部に伸縮目地を設置するもの

とする。ただし、フーチングは一体とし目地は設置しないものとする。 

伸縮目地部の止水板は、伸縮装置との取り合いに留意したうえで、パラペット上端部まで設置

するものとする。 

 

 

 

 

 

図 6-36 橋台の伸縮目地 

 

2) 橋台規模が大きくマスコンクリートとして打設される場合には、硬化熱による温度応力が大きく、

ひび割れが発生しやすい。施工段階において低発熱型セメントの使用、補強鉄筋その他鋼材の追加

配置および打設ロッド等に配慮し、必要に応じて温度ひび割れ解析を行うものとする。 

 

 

A A 

A A 

A-A

A-A
止水板 
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3-4 橋脚の設計 

 3-4-1 設計一般 

 

橋脚は常時、暴風時に対する設計、レベル 1地震動に対する耐震性能 1の照査およびレベル 2地

震動に対する耐震性能 2.3 の照査を行うものとする。 

 

耐震性能の照査の方法としては、静的照査法と動的照査法がある。静的照査法の設計の流れは、図 6-37

に示す通りである。 

 なお、橋脚の全高は橋台の場合と同様に 0.1m 単位を原則とするが、設計計算モデルに用いる橋脚の全

高については 0.5m 単位に丸めてもよい。
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図 6-37 鉄筋コンクリート橋脚を用いた場合の設計計算の流れ 

OUT 鋼材量等の変更
・地震時保有水平耐力の照査
・残留変位の照査

OK

OUT
・耐力あるいは応答塑性率の照査

・基礎の変位量の照査
・基礎のせん断耐力の照査

OK

OUT

OK OUT

レベル1地震動に対する耐震性能の照査

レベル2地震動に対する耐震性能の照査

地震時保有水平耐力法による
フーチングの照査

支承部の設計

終　り

落橋防止システムの設計

形状寸法、杭
本数等の変更

地震時保有水平耐力法による
基礎の安全性の判定

橋座の設計

始　め

震度法による基礎の設計

震度法による橋脚各部の設計

構造諸元の変更

上 部 構 造 の 設 計

支承部構造の設定

下部構造形状の設定

全断面を有効とみなした剛性による固
有周期、設計水平震度、下部構造が支
持する上部構造部分の重量の算定

降伏剛性を用いた固有周期、設計水平
震度、下部構造が支持する上部構造部
分の重量の算定

地震時保有水平耐力法による
橋脚躯体の安全性の判定
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塑性ヒンジを確実に橋脚基部に発生させるため、段落としは原則として行わない。また、断面を絞っ

てでも曲げ破壊型に移行させることが望ましいが、やむを得ずせん断破壊型になる場合は帯鉄筋を増

やして安全性を確保することが有効である。なお、橋脚基部とは図 6-38 に示す位置である。 

 

 

 

橋脚基部 

 

 

図 6-38 橋脚基部 

 

 3-4-2 柱式および壁式橋脚 

 

(1) 柱式および壁は、常時及び地震時(震度法)においては原則としてフーチング固定端とする片持

ばりとし、軸圧縮と曲げモーメントを受ける部材として設計するものとする。 

 

(2) 張出しばりを有する橋脚の張出しばりは、柱および壁の前面における鉛直断面を設計断面とす

る片持ばりとして設計するものとする。 

 

(3) 張り出しスパンが、はり高に対して短い場合には、歪(応力)分布は直線にならないので、これ

を考慮して設計する。 

 

(4) フーチングは、柱および壁を固定端とする片持ばりとして設計するものとする。 

 

1) 軸力と曲げモーメントとの組合せは、 も不利となるように考えなければならないが、一般的に

は 大軸力と 大曲げモーメントの組合せおよび 小軸力と 大曲げモーメントの組合せについ

て検討するものとする。 

2) 柱および壁の厚さは支承の位置などから決定されることから、通常は柱としての座屈計算は省略

してもよいものとする。 

3) 2 柱式あるいは 3 柱式の橋脚で、上部工水平力が非対称に作用する場合は、上部工水平力が均等

に作用すると仮定した場合と、荷重分配を考慮した場合の両方について検討するものとする。 
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4) 面内、面外方向の曲げモーメントに対しては、各方向に直交する方向の鉄筋のみを考慮し、ほか

の鉄筋は無視するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-39 曲げモーメントの方向と鉄筋 

 

5) 動的解析における橋脚下端の曲げモーメントと任意断面の曲げモーメントの比が、震度法による

場合よりも中間部もしくは上方において大きくなることがあるから、橋脚を震度法にもとづき設計

する場合、応力度の算定における地震時の作用モーメントの分布は、橋脚下端における値を震度法

によって求めた値とし、上部構造水平力の作用位置（橋脚天端）における値をゼロとして、その中

間部は直線変化するものとして求めるものとする。 

 

橋脚天端 規定値 

動的解析による場合 

 

 

 

橋脚下端 

0 0.5 1 

図 6-40 曲げモーメント分布の比較 

 

6) 柱の断面が円形の場合の張出しばりは、柱直径の 1/10 入った断面で応力度などの照査をおこなう

ものとする。 

 

 

 

 

図 6-41 円形橋脚の設計断面 

面外方向の曲げモーメント 

に考慮する鉄筋 

面内方向の曲げモーメント 

に考慮する鉄筋 

面内方向 

面
外
方
向 

震度法に

よる場合
任意断面における曲げモーメント

Mの下端曲げモーメントM0に対する

比 M/M0 

設計断面

D/10

D
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7)常時の鉛直荷重等に対して設計するほか地震時の作用を考慮して設計する。地震時には、固定支承

又は弾性支承では支承水平反力、可動支承では摩擦によって生じる水平力のほか、上部構造の水平

方向の慣性力により生じる鉛直方向の支承反力も考慮する必要がある。また、張出ばりに落橋防止

構造や横変異拘束構造が取付く場合には、こうした構造から作用する荷重についても考慮する必要

がある。 

 

  

 

 

 

 

図 6-42 橋脚方向のはりの荷重 

8) 一般的な張出しばりを有する柱式および壁式橋脚の形状寸法は、図 6-43 のとおりとする。 

 

 

 

 

B H1＝H 1 D B≧D 

H2＝H 2 

(円柱式の場合は 

H 2≦H2) 

 

図 6-43 橋脚の形状寸法 

ｲ) 張出しばり先端から外げたウエブまでの離れは、上部工架設、将来のメンテナンスなどを考慮し、

支承縁端距離(S)を確保のうえ、1m 程度を標準とする。また、場所打ちげた橋の場合は、支承縁

端距離を確保し、原則として主版幅に合わせるものとする。 

      1.0m                           1.0m 

                     1.0m 

S 以上 S 以上 S 以上 

 

 

 

(a)PC げた橋 (b)鋼げた橋(鋼箱げた橋) (c)場所打ちげた橋 

図 6-44 張出しばり先端から外げたウエブまでの離れ 

ﾛ) はり先端の高さ(H1)は、はり長(L)、根元の寸法(H2)、沓のアンカーボルト長および橋脚全体の

形状を考慮し、1～1.5m を目安とするものとする。 

ﾊ) 張出しばりは、柱および壁断面とのバランスから決定されるが、極端に長い張出し長は耐震上好

ましくないので、3m程度以下が望ましい。 

H 1
 

H 2
 

H 
2 

′H 
1′

′
′

′
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ﾆ) 壁厚(D)は原則として等厚とするが、河川橋で阻害率により壁厚が制限される場合は、図 6-45

に示す形式を採用するものとする。 

D1 

 

 

H.W.L 

 

D1 ：3-2 による橋座幅 

D2 ：河川の阻害率から決まる厚さ 

 

図 6-45 橋脚の壁厚 

ﾎ) 各部材の寸法単位は、逆 T式橋台に準ずるものとする。 

 

9) 短いスパンの張り出しばりはつぎのように設計してよい。 

ここで言う短スパンとは、はりの高さ(h)と張出り長さ(ℓ )の比(h/ℓ )が 1.0 以上のものをいう。 

図 6-46 に示すような短スパンの張り出しばりが作用モーメントを受ける場合は下式により求め

た断面積以上の主鉄筋をはりの全長にわたって配筋する。 

     せん断力に対しては、はり理論によりせん断力を算出し、道示Ⅳ5.1.3 の規定により設計してよ

い。 

 

As＝ 

 

M ：張り出しばりが受ける作用モーメント 

 ＝(載荷重及びはり自重)(N/mm) 

As ：主鉄筋の断面積(mm2) 

σsa ：鉄筋の許容引張応力度(N/mm2) 

Z ：はりの高さ(h)×0.85(mm) 

 この値は実験的に決められている。 

P ：鉛直荷重(N) 

H ：水平荷重(N) ℓ  

a ：支持端から荷重載荷中心までの距離(mm) 

d ：有効高さ(mm) 

図 6-46 短スパンの張出しばり 

D2

M 

σsaZ

P
a 

Z h

H

d
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 3-4-3 ラーメン式橋脚 

 

(1) ラーメン式橋脚は、常時及び地震時(レベル１)においては各部材の節点が剛結された構造とし

て、通常の場合はフーチングを固定端としたラーメン解析を行うものとする。 

 

(2) ラーメンの軸線は、部材の断面図心にあるものとして各部材の剛比を計算し解析するものとす

る。 

 

(3) ラーメンの面外方向(通常橋軸方向)は柱として設計するものとし、荷重状態が対称でない場合

は、荷重分配を考慮するものとする。 

 

1) 一般的にラーメン式橋脚はフーチングと切り離して解析してよいが、深礎杭など杭径の大きい場

合は、杭を含めた全体構造系で解析するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-47 ラーメン式橋脚の解析モデル 

 

2) ラーメンの面外方向の設計においては、柱は曲げとねじれが合成して作用するが、通常ではねじ

りの影響が少ないので曲げに対して設計してよいものとする。 

ただし、非対称なラーメンにおいては、荷重分配をおこなって断面力を求めるものとする。 

3) 張出し長、はり幅などの考え方は、柱式および壁式橋脚に準じるものとする。 
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3-5 フーチングの設計 

 

 

 

 

 

 

 

(1) フーチング厚さ 

1) フーチングの厚さは柱（橋台においては竪壁）と同程度の剛性を確保するものとする。 

2)フーチングの厚さについては、道示Ⅳ8.7.2 の式(解 8.7.1)に示す次式の判定を満足すれば剛体

として扱ってよいものとする。 

βλ≦1.0 

3 k 

E h3 

 Kv･･････直接基礎の場合 

 Kp･･････杭基礎の場合 

kv ：鉛直方向地盤反力係数(kN/m3) 

kp ：換算地盤反力係数(kN/m3) kp＝kv  

kv ：1本の杭の軸方向ばね定数(kN/m) 

L ：フーチングの幅(m) 

B ：フーチングの奥行き(m) 

n ：杭の列数 

m ：杭の行数 

E ：フーチングのヤング係数(kN/m2) 

h ：フーチングの平均厚さ(m) 

λ ：フーチングの換算突出長(m) 

一般的な橋台、橋脚のフーチングの換算突出長(λ)は次のとおりとする。 

① 橋台の場合 

  フーチングの換算突出長 

  λ＝ℓ  

  ただし、ℓ  ≧   のときはλ＝   とする 

 

 

図 6-48 橋台モデル 

 

(1) フーチングの厚さは、部材として必要な厚さを確保するとともに、原則として剛体とみなせる

厚さを確保しなければならない。 

 

(2) 曲げモーメントに対する断面計算は、常時、暴風時、地震時いずれの場合においても有効幅を

考慮したうえで行うものとする。 

 

(3) せん断力に対する照査においては、せん断スパン比の影響を考慮する。また有効幅は原則とし

て全幅有効とする。 

L 

ℓ

B 

k＝ 

ここで、β＝4 (m-1) 

n･m

L･B

B 

2 
B

2
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② 橋脚の場合 

  小判柱、く形柱の場合         小判柱      く形柱 

フーチングの換算突出長 

λ＝bまたは ℓ  の大きい方とする 

 

 

 

 

 

③ 円形柱の場合           円形柱 

  フーチングの換算突出長               b 

λ＝bまたは ℓ  の大きい方とする 

 

 

 

 

 

 

図 6-49 橋脚モデル 

3) 岩盤上に設置される直接基礎のフーチングの平均厚さは、剛体として取り扱う場合は、単独フ

ーチングおよび連続フーチングではフーチング長辺の 1/5 程度、壁フーチングの場合は、橋軸方

向のフーチング幅から壁厚を差し引いた値の 1/5 程度とする。 

 

 

 

 

 

 

(a)単独フーチングおよび 

連続フーチングの場合     (b)壁フーチングの場合 

図 6-50 岩盤上のフーチング平均厚 
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(2) 有効幅については、道示Ⅳ8.7.3 によるものとするが、常時、暴風時、レベル 1地震動の場合と

レベル 2地震動の場合とに分けて有効幅を考慮する。杭に引抜き力が生じる場合、あるいは浮力の

影響を受ける場合などでフーチング上面が主鉄筋となる場合の有効幅は原則として図 6-51 に示す

幅とする。 

 

 

 

 

 

 

(a)常時、暴風時及びレベル 1地震時    (b)レベル 2地震時に対する照査の場合 

に対する照査の場合 

図 6-51 フーチング上面が主鉄筋となる場合の有効幅 

 

 

(3) せん断力に対しては、コンクリートと斜引張鉄筋の両者で負担することを基本とする。但し、配

力筋は斜引張鉄筋として評価してはならない。 

常時、暴風時、レベル 1 地震時においてはコンクリートの平均せん断応力度τmがコンクリート

のみでせん断力を負担する場合の許容せん断応力度τmをこえる場合には、斜引張鉄筋を配置する。 

斜引張鉄筋と共同してせん断力を負担する場合平均せん断応力度は許容せん断応力度τa2 以下

となることを照査する。 

コンクリートの許容せん断応力度τa1とレベル2地震時の照査におけるコンクリートの負担する

せん断耐力 Scに対してはせん断スパン比により補正するものとする。なお、フーチング上面側が

主鉄筋となる場合においても、せん断スパン比の影響を考慮した補正を行うものとする。 

せん断の照査では有効幅については原則として全幅有効とするが、杭間隔が著しく大きい場合な

どについては曲げに対する場合に準じるものとする。 

 

(4) 柱とフーチング端部の距離が 1m以下の場合は、フーチング端部の割裂、ひび割れ等に対し補強

鉄筋を配置するものとする。補強鉄筋としては、D19mm 以上を 200mm 以下の間隔で配置するものと

するが、主鉄筋の径が D16 の場合は D16mm を 200mm 以下の間隔で配置するのがよい。 

 

 

 

 

 

 

図 6-52 フーチング端部の補強鉄筋 

1m 以下 

補強鉄筋 

d

tc 
b=tc－dtc+d 

tc

d 

b= tc+1.5dtc+d 
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3-6 橋台部ジョイントレス構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)門型ラーメン構造及びインテグラルアバット構造の概要を以下に示す。 

 

 門型ラーメン構造 インテグラルアバット構造 

構造 

  

概要 

橋台躯体及び基礎の剛性により上部構造に

生じる変形を拘束する構造。 

橋台基礎の変形により上部構造に生じる変

形に追随する構造。 

構
造
条
件 

・ 径間長で50m程度。 

・ 橋台高さで15m程度 

・ 斜角75°以上 

・ 径間長で40m程度。 

・ 橋台高さで10m程度 

・ 直橋 

適
用
条
件 

地
盤
条
件 

－ 

・ 橋台背面の地盤が確実に抵抗することが

できる場合は適用可能 

・ 橋台背面が軽量材料などの一般の土でな

い場合は適用困難 

 

(1)橋台部ジョイントレス構造は、比較的短い支間の単純橋において、上部構造と橋台を剛結す

ることで、支承や伸縮装置の省略による維持管理の軽減や、地震時の落橋のリスクの低下を

目的とした構造である。 

(2)橋台部ジョイントレス構造には、門型ラーメン構造とインテグラルアバット構造があり、構

造条件及び地盤条件による影響を適切に考慮して適用性の検討を行わなければならない。 

(3)橋台部ジョイントレス構造は、上下部一体構造であるため、上下部構造それぞれの挙動が相

互に与える影響や、施工時に生じる構造系の変化及び施工時荷重、並びに供用中に生じる不

静定力や土圧及び変位について、適切に評価できる解析モデルを用い、設計しなければなら

ない。 

(4)上部構造と橋台の接合部は、接合する上部構造形式に応じて、部材相互に断面力が確実に伝達

される構造とするとともに、耐久性を適切に考慮して設計しなければならない。 



 6 - 47

(3) 橋台部ジョイントレス構造は、施工時と完成時で構造系が変化する。また、温度の影響、クリープ、

乾燥収縮、プレストレスコンクリート橋におけるプレストレス力など、上部構造への作用により不静

定力が発生する。加えて、常時には始終点側の橋台が背面土圧を受け前面側に移動するのを妨げるよ

うに上部構造が抵抗するため、背面土圧の大小、橋台竪壁の剛性や変形状態に応じて、上部構造に作

用する軸方向力、上部構造への導入プレストレス力が変動する。したがって、これらを適切に考慮し

て設計する必要がある。 

門型ラーメン構造では、設計にあたり上記に加え以下の点に留意する必要がある。 

1)斜角がある場合には、背面土圧の作用方向と上部構造の桁軸方向が異なるため上部構造に鉛

直軸周りの回転や偏土圧の影響が生じることから、斜角の小さい構造ではその影響を適切に

考慮して設計する必要がある。 

2)長期的な沈下の恐れがある地盤では、基礎の沈下が上部構造に影響を与えるため、その影響

を適切に考慮して設計する必要がある。 

3)解析モデルは、一般的には、上下部構造を平面骨組構造とすればよい。ただし、斜角の小さ

な斜橋等荷重分配の影響が無視できない場合は立体構造として解析する必要がある。なお、

橋台にウイングがある場合にはその剛度を考慮する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-53 門型ラーメン構造の解析モデル 

 

 

インテグラルアバット構造では、設計にあたり上記に加え以下の点に留意する必要がある。 

1)温度変化に伴う上部構造の桁伸縮等に対して橋台杭基礎が変形に追随する構造であるため、

橋台壁天端の変位により橋台背面付近の舗装にひび割れや段差の発生が懸念されることから、

走行性を著しく損なう不具合が生じないようにする必要がある。 
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2)上部構造と下部構造が一体となる接合部においては、施工順序によって各部材に生じる断面

力が異なるため、施工順序を考慮した設計を行うとともに、施工段階においても設計で考慮

した施工順序に従い確実に施工を行う必要がある。 

3)解析モデルは、上部構造、橋台竪壁、杭基礎を棒部材を用いた平面骨組構造とすればよい。

水平力に対する抵抗要素として橋台背面土の地盤抵抗をバネとしてモデル化する。なお、橋

台にウイングがある場合にはその剛度を考慮する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-54 インテグラルアバット構造の解析モデル 

 

(4) 上部構造と橋台の接合部は、応力の方向が急変し、応力の伝達機構が複雑となることから、断面

力が適切に伝達されることが求められる。 

接合構造は、実験等により安全性及び設計手法の妥当性が確認された構造を用いる必要がある。

これまで実験等により検証されている接合部の構造としては、鋼上部構造では、主桁孔あき鋼板ジ

ベル、孔あき鋼板ジベル、スタッドジベル、SRC 形式等がある。これらはいずれも純せん断を想定

した実験により検証されたものであることから、斜橋等で面外方向に荷重が作用する条件下で適用

する際には個別に検討が必要である。なお、橋台壁に埋め込まれる鋼部材には、適切な防錆防食処

理や鋼部材と鉄筋コンクリートの境界部のコンクリートひび割れ・欠け落ち対策を施す必要がある。 

  

なお、橋台部ジョイントレス構造の設計にあたっては、「土木研究所資料 第４０８４号 ポータ

ルラーメン橋の設計に関する基本事項（平成２０年１月）」やこの巻末の「インテグラルアバット

構造の設計・施工ガイドライン（案）」及び「設計要領第二集（東・中・西日本高速道路株式会社 

平成２４年７月）」を参考にすることができる。 
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3-7 橋台背面アプローチ部 

 

 

(1) 橋台背面アプローチ部は、橋軸方向に関して、一般の橋台及びインテグラルアバット構造のよう

に橋台背面の地盤抵抗に期待する場合について、それぞれ下図に示す範囲となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-55 橋台背面アプローチ部と一般の盛土部のすりつけの範囲 

 

 

(1)橋台背面アプローチ部は、橋と背面側の盛土等との路面の連続性を確保できる構造とし、そ

の橋軸方向の範囲は以下を基本とする。 

1)一般の橋台では、後フーチング長に橋台高の0.6倍を加えた範囲 

2)インテグラルアバット構造のように橋台背面の地盤抵抗に期待する場合は、後フーチング下

面端部から橋台高の2.0倍の範囲 

(2)橋台背面アプローチ部には、締め固めが容易で、非圧縮性、透水性があり、水の浸入によっ

ても強度の低下が少ない安定した良質な材料を用いるとともに、橋台背面土中に水が浸入及

び滞水しないように、施工中の排水勾配の確保、路面やのり面の表面排水工及び地下排水工

等の排水対策、のり面保護工等を実施する必要がある。 

(3)橋の複雑な地震応答や地盤の流動化による地盤変位等の原因により、橋台背面に著しい沈下

が生じないよう、踏掛版を設置することとし、その橋軸直角方向の設置範囲は路肩までとす

る。 

(4)橋台背面アプローチ部は、一般の盛土部より先に施工することを基本とする。 
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(2) 補強土は橋台と地震時の挙動が異なるため路面の連続性に影響を及ぼすことがあり、採用にあた

っては修復方法等十分な検討が必要である。補強土壁は沈下による変形が生じた場合の修復が一

般に困難であるため、基礎地盤が十分に安定している箇所で用いる必要がある。 

また、橋台背面への浸透水の抑制や排出は以下のとおりとする。 

1)ウィングは２辺固定版を標準とする。ただし、河川橋等で2辺固定版が適切でない場合はパラ

レル等他の形状を別途検討する。なお、後ろフーチングの長さはウィングで決定しない。 

2)躯体背面とウィングに貼り付け型のドレーンを設置し、集水管により浸透水を排出する。た

だし、河川橋は堤体内に集水管を入れないこととし、別途検討する。 

3)排水性舗装の場合は、下部工（ウィング）直近の土工区間に路面排水桝を設け、表層内の滞

水を極力減らすことが望ましい。 

これらの詳細については、後に示す「橋台背面アプローチ部設計図」を参考にするとよい。 

(3)踏掛版の設置にあたっては以下のとおりとする。 

1)施工上の制約又は曲線区間等でウィングと踏掛版の間にやむを得ず隙間が必要な場合は、そ

の部分の舗装施工も考慮した上で隙間の幅を決定する。 

2)踏掛版の設置深さは、路面下50mm（密粒度舗装の表層厚さ分）とし、排水性舗装でも同様と

する。 

3)コンクリート舗装の場合、横断勾配に関わらず踏掛版の中心に縦目地を設置する。 

4)中央分離帯が剛性防護柵の場合は、中央分離帯の両側に目地板（側目地）を設置し、目地金

物を用いた縦目地は設置しない。ただし、ランプが合流する箇所で広幅員となる場合は中央

分離帯側の側目地に加えて車線間に縦目地を設置する。 

5)背面土の沈下により踏掛版下部に空洞が生じた場合の維持管理のため、踏掛版には空洞確認

孔を設置し、確認孔の位置を管理サイドに確実に引き継ぐものとする。なお、確認孔の設置

位置はわだち部（車線の中心線から1ｍ離れた中心線に並行する線上を目安）を外した位置、

路肩部においては極力路肩外側、とするのが望ましい。 

6)踏掛版支承部の防水性を高めるため目地板上部に注入目地材を設置する。 

これらの詳細については、後に示す「橋台背面アプローチ部設計図」を参考にするとよい。 
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橋台背面アプローチ部設計図（１／４）アスファルト舗装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋台背面アプローチ部設計図（２／４）アスファルト舗装 
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橋台背面アプローチ部設計図（３／４）アスファルト舗装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋台背面アプローチ部設計図（４／４）アスファルト舗装 
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橋台背面アプローチ部設計図（１／３）コンクリート舗装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋台背面アプローチ部設計図（２／３）コンクリート舗装 
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橋台背面アプローチ部設計図（３／３）コンクリート舗装 
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3-8 レベル２地震動に対する耐震性能の照査 

 3-8-1 橋脚の設計 

 

 

 

 

地震時の挙動が複雑でない橋の耐震性能 2および耐震性能 3は地震時保有水平耐力法により照査さ

れるが、地震時保有水平耐力法による照査は図 6-56 に示すフローで行うものとする。 

単柱式鉄筋コンクリート橋脚ならびに一層式の鉄筋コンクリートラーメン橋脚は耐震性能 2が要求

される場合には地震時保有水平耐力が地震時に作用する慣性力以上であるとともに残留変位も許容値

以下であることが必要である。 

橋脚の地震時保有水平耐力は、レベル 2地震時慣性力以上でなければならない。また、耐震性能 2

を満足させる必要がある場合には残留変位は許容値以内でなければならない。 
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図 6-56 鉄筋コンクリート橋脚の破壊形態の判定と地震時保有水平耐力及び許容塑性率の算出の手順 
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(1) 1 本柱形式 

1) 一般 

ｲ) 柱断面の有効高 dの算出について 

a) 円形断面の場合、正方形断面に置き換えて幅 b とする。有効高 d は置き換えた正方形

断面の圧縮縁から、円の下側 1/4 の範囲の鉄筋の重心位置までとする。また、圧縮側軸方

向鉄筋の本数 nsは、中心角を約 106°とする弓形の圧縮領域に配置される軸方向鉄筋の本

数とし、当該円形断面に配置される軸方向鉄筋の合計本数を 0.3 倍して算出した値の小数

点以下を切り捨てた値としてよい。 

 

 

 

 

下側 1/4 の鉄筋 

の重心位置 

図 6-57 円形断面 

 

b) 小判形断面の場合、（断面積÷短辺＝長辺）とした矩形断面とし、かぶりを引いて有効

高とする。 

換算幅 b b 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれの断面形状も 2段配筋以上の場合は、圧縮縁から鉄筋の重心位置までを有効高とする。 

図 6-58 小判形断面 

 

C) 主鉄筋の考慮方法 

計算する方向と直交する鉄筋も計算上 

考慮して計算を行って良い。 

 

 

 

 

図 6-59 主鉄筋の考慮方法        

d 
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2) 破壊形態の判定 

破壊形態は終局水平耐力 Puとせん断耐力 Psの大小関係から、曲げ破壊型、曲げ損傷からせん

断破壊移行型、せん断破壊型の 3種類に分類した。 

ｲ) 終局水平耐力 Pu 

終局水平耐力 Puは以下の式から求める。 

Pu＝Mu/h 

Mu ： 外縁の軸方向圧縮鉄筋位置におけるコンクリートのひずみが終局ひずみεcu

に達した時の曲げモーメント(kN･m) 

h ：橋脚基部から上部構造の慣性力の作用位置までの距離(m) 

 なお、慣性力作用位置は橋軸方向に対しては橋脚天端位置、橋脚直角方向に対

しては上路橋の場合、床版下端位置とする。 

コンクリートの応力度～ひずみ曲線モデルとしては図 6-60 に示すような帯鉄筋による拘束

効果を考慮したモデルを適用する。 

εcc＝0.002＋0.033β・ρsσsy/σck 

εccl＝εcc＋0.5σcc/Edes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-60 コンクリートの応力度－ひずみ曲線［道示Ⅴ 図-10.4.1］ 

 

なお、横拘束筋の体積比 ps（＝   ）の上限値は 1.8％としているが、帯鉄筋や径やピッ

チの組合せの目安としては、上限値の 0.4～0.6 程度を考えれば良い。例えば、高さ方向ピッ

チ Sは 15cm、平面方向ピッチ dは 100cm、帯鉄筋径は D16 か D19 程度を初期値として与え、計

算を進める。 

 

4Ah
Sd
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なお、Pu を求める場合の解析モデルは柱脚を梁モデルと仮定し、通常は柱基部を固定端と

して行う（図 6-61）。一般には計算分割数は 50 分割程度で良いが、高橋脚などでは別途決め

る。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 6-61 解析モデル 

 

また、水平力～水平変位関係のモデル化と鉄筋の応力度～ひずみ曲線は図 6-62、図 6-63 に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-62 鉄筋コンクリート橋脚の水平力      図 6-63 鉄筋の応力度－ひずみ曲線 

－水平変位関係のモデル化 

 

h 

※ Lp は塑性ヒンジ長

Lp 

柱下端 
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ﾛ) せん断耐力 Ps 

せん断耐力 Psは以下の式から求める。 

Ps＝Sc＋Ss 

Sc ：コンクリートが負担するせん断耐力(KN) 

Ss ：帯鉄筋が負担するせん断耐力(KN) 

H14 道示改定により、Scの算定において、従来考慮されなかった要因として寸法効果の影響

（有効高に関する補正係数 Ce）と荷重のくり返しの影響（正負交番作用の影響に関する補正

係数 Cc）が加味された。 

さらに、Ccにおいては、くり返しの影響が大きいタイプⅠで 0.6(タイプⅡで 0.8)と低減率

が大きい。なお、Scを求める際に用いる軸方向引張鉄筋比 ptにおける鉄筋は断面の図心位置

から引張側にある軸方向鉄筋の断面積の総和とする。 

 

3) 許容塑性率 

塑性率とは塑性域における変位と弾性限界変位（降伏変位δy）との比のことを称し、許容塑

性率μaは、曲げ破壊型において 大可能な変位（終局変位δu）と降伏変位の比に対して表 6-20

の安全率αを考慮したものである。 

すなわち、許容塑性率とは部材が許容できる塑性化の程度を示すものである。 

表 6-20 曲げ破壊型と判定された鉄筋コンクリート橋脚の 

許容塑性率を算出する場合の安全係数α[道示Ⅴ表-10.2.1] 

橋の種別 安全係数α 

耐震性能 2の橋 1.2 

耐震性能 3の橋 1.2 

4) 地震時保有水平耐力 Paの照査  

Pa は以下の式を満足する必要がある。 

Pa≧ｋhc・W 

ｋhc ：設計水平震度（レベル 2地震動） 

W ：等価重量(tf)（せん断破壊型 Wu＋Wp、その他：Wu＋0.5Wp） 

Pa は破壊形態により異なる。せん断破壊型では Ps、その他の場合では Puである。 

5) 残留変位δRの照査 

δRは、許容残留変位δRa以下でなければならない。δRaは原則として橋脚下端から上部構造の

慣性力の作用位置までの高さ hの 1/100 とする。 

残留変位δRが大きい設計では過度の塑性変形に頼った設計となるため、残留変位を強制的に

修復することが困難であること、機能回復が遅れるなどの支障が考えられるためである。 
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(2) ラーメン形式 

橋軸方向については、(1)一本柱形式と同様である。 

ここで対象とするラーメン形式とは、1層のラーメン橋脚であり、2層のラーメン橋脚や形状の

複雑なラーメン橋脚については、別途検討する。 

鉄筋コンクリートラーメン橋脚の面内方向に地震時保有水平耐力法を適用する場合には以下の

事項に注意する。 

ｲ) 作用する水平力の増減に伴い、柱部分に作用する軸力が変化する。したがって、各柱部材の

曲げモーメント－曲率関係が水平力に影響されることを考慮に入れる。 

ﾛ) 塑性ヒンジは柱部材の上端部、下端部そしてはり部材の端部等に発生する可能性がある。塑

性ヒンジが発生する箇所は各部材の剛性、配筋等により決定されるので、これを適切に評価す

る。 

ﾊ) 柱部材の上端部、下端部そしてはり部材の端部以外の箇所に塑性ヒンジが形成されないよう

に留意する。特に、柱部材とはり部材が交わる節点部の損傷はせん断破壊形態となり、脆性的

な破壊が生じやすいため、節点部に塑性ヒンジが形成されることのないように配筋する。 

塑性ヒンジは、柱部材の上端、下端、はり部材の端部に生じる可能性があるため、一層式の

鉄筋コンクリートラーメン橋脚のモデル化に際しては、図 6-64 に示したように、以下に示す

位置に図 6-65 に示す単柱式の鉄筋コンクリート橋脚と同様の完全弾塑性型の曲げモーメント

－曲率関係を有する骨格曲線を用いてよい。 

 

 
 節点 

 塑性ヒンジ 

 塑性ヒンジ長 

 剛性が十分大きい部材 

 線形部分 

 
 

図 6－64 鉄筋コンクリートラーメン橋脚のモデル化 

 

 

 

 
 
 

図 6－65 完全弾塑性型の曲げモーメント－曲率関係 

なお、塑性ヒンジ長Lpにおけるｈのとり方は図6－66に示すとおりである。 

 
 
 
 

 節点 

 塑性ヒンジ 

 塑性ヒンジ長  

 剛性が十分大きい部材 

 線形部分 

 

 

図 6-66 塑性ヒンジ長 Lpにおける hのとり方

(a)柱にハンチの影響を考慮する場合 

節点部のつけね部 

Lp

Lp
Lp Lp 

L(h=L/2) 

Lp 

Lp 

Lp

H(h=/2) 

Lp Lp

Lp

Lp

Lp
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3-8-2 フーチングの設計 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 降伏曲げモーメントとは、引張主鉄筋が降伏に達する時の部材断面の曲げモーメントである。 

 

(2) 図 6-67 に示す斜線部に作用するすべての荷重によって生じる曲げモーメントを考える。 

また、釣合鉄筋量は引張鉄筋が降伏点に達すると同時にコンクリートの縁圧縮ひずみがその終局

圧縮ひずみになるような引張鉄筋量とする。 

 

 

 

 

 

 D    D 

 

 
 

C B C B 

 (a)長方形断面 (b)円形断面 

図 6-67 照査断面 

 

(3) 柱あるいは壁前面からフーチング厚さの 1/2 の長さ離れた位置でのはりとしてのせん断に対す

る照査に加え、版としてのせん断についても照査を行う。 

 

(1) フーチングを一方向ばりとして扱い、照査断面に生じた断面力が降伏曲げモーメント、せ

ん断耐力を超えないよう設計することを基本とする。 

(2) 曲げモーメントは、柱または壁の前面のフーチング全面積に作用するすべての荷重を考慮

した照査断面におけるものを使用する。また、フーチングの断面計算においては 3.5 による

有効幅を考慮する。このときの引張主鉄筋量は釣合鉄筋量の 1/2 以下でなければならない。 

(3) 杭基礎におけるせん断力の照査は、版としてのせん断力について行うものとする。 

A A

D/10

D

D

D/10

設計断面 
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3-9 構造細目 

 3-9-1 小および 大鉄筋量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 一般的な橋台、橋脚に対する各規定の適用は表 6-21、6-22 のとおりとする。 
 

表 6-21 橋台の適用箇所 

規  定 

箇  所 
(1) (2) (3)

胸壁 主鉄筋 ○ － ○

  配力筋 － － ○

主鉄筋 ○ ○ ○
全 面 

配力筋 － － ○

主鉄筋 ○ ○ ○
壁 

背 面 
配力筋 － － ○

引張側 ○ － ○
主鉄筋 

圧縮側 － － ○

逆
Ｔ
式 

フ
ー
チ
ン
グ 配力筋 － － ○

主鉄筋 ○ － ○重
力
式 

突
起 配力筋 － － ○

表 6-22 橋脚の適用箇所 

規  定 

箇  所 
(1) (2) (3)

鉛直方向断面 ○ － ○は
り 水平方向断面 ○ － ○

柱軸方向鉄筋 ○ ○ ○

上面鉄筋 ○ － ○
橋軸方向

下面鉄筋 ○ － ○

上面鉄筋 ○ － ○

フ
ー
チ
ン
グ 直角方向

下面鉄筋 ○ － ○

 

  ○印箇所：適用箇所 

 

鉄筋コンクリート部材の主鉄筋は、次の条件を満たす量を配置するものとする。 

(1) 部材の軸方向引張鉄筋は、その部材の終局曲げモーメントがコンクリートのひびわれ曲げ

モーメント以上となるように配筋するものとする。ただし、作用曲げモーメントの 1.7 倍が、

ひびわれ曲げモーメント以下の場合には設計上必要となる鉄筋量を配置するものとする。 

また、 大鉄筋量は次式を、満足するものとする。 

Ast≦0.02bd 

Ast ：軸方向引張主鉄筋の断面積(cm2) 

b ：部材断面幅（cm） 

d ：部材断面の有効高(cm) 

(2) 柱および壁の軸方向鉄筋量は、次式を満足するものとする。 

0.008A′≦As≦0.06A 

ここに、As ：軸方向鉄筋の断面積(cm2) 

A′ ：柱の必要断面積(cm2) 

A ：柱の全断面積(cm2) 

(3) 表面鉄筋量は次の条件を満足するものとする。 

鉄筋量≧5cm2/m かつ、ピッチ≦300mm 
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(2) コンクリート断面に比較して軸方向引張鉄筋量が極端に少ない部材は、設計で想定していない大

きな曲げ荷重を受けると、コンクリートのひびわれとともに耐力を減じ急激に破壊することから、

これを防ぐため、部材の終局曲げモーメントをひびわれ曲げモーメント以上となるよう軸方向引張

主鉄筋を配筋するものとしたものであるが、設計荷重に対して十分に余裕のある断面を有する部材

で、作用曲げモーメントの 1.7 倍がひびわれ曲げモーメント以下の場合には、設計上必要となる鉄

筋量を配筋するものとする。 

ひびわれモーメントは、下式により算出するものとする。 

Mc＝Zc(σbt＋   ) 

ここに、 

Mc ：ひびわれ曲げモーメント(N･mm) 

Zc ：コンクリートの部材の断面係数（mm3） 

σbt ：コンクリートの曲げ引張強度（N/mm2） 

 σbt＝0.23σck
2/3 

σck ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

N ：軸方向力（N） 

Ac ：コンクリート部材の断面積(mm2) 

 

(3) 柱や壁などのように軸方向力を受ける部材においては、柱等部材の軸方向鉄筋量は、計算上必要

なコンクリート断面積(A′)の 0.8％以上を配筋するものとする。 

計算上必要なコンクリート断面積は、下式により算出される A1′、A2′のうち大きい値を用い

るものとする。 

A1′＝Na/(0.008σsa＋σca) 

A2′＝Na/(0.008σsy＋0.85σck) 

ここに、 

Na ：常時、暴風時及びレベル 1地震時に対する照査時の軸方向圧縮力(N) 

Nu ：レベル 2地震時に対する照査時の軸方向圧縮力(N) 

σsa ：鉄筋の許容圧縮応力度(N/mm2) 

σca ：コンクリートの許容軸圧縮応力度(N/mm2) 

σsy ：圧縮鉄筋の降伏点(N/mm2) 

σck ：コンクリートの設計基準強度(N/mm2) 

 

(4) コンクリート部材では、コンクリートの乾燥収縮や温度こう配などにより、ひびわれが生じる可

能性があるが、このひびわれの大きさを有害でない程度に抑えるために、その表面に沿った長さ

1mあたり 5cm2以上の断面積の鉄筋を 300mm 以下の間隔で配置するものとする。 

N 

Ac 
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 3-9-2 鉄筋の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 主鉄筋のかぶりは、原則として 150mm とするが、水中、土中の場合は、純かぶりとして 70mm

以上を確保するものとする。 

(2) 主鉄筋は D16mm 以上とし、原則として 2段以下に配置するものとする。 

(3) 鉄筋間隔は、原則として 125mm、150mm、250mm、および 300mm とするが、やむを得ない場合

には 100mm とすることができるものとする。 

(4) 鉄筋の定着は、鉄筋とコンクリートの付着やフックあるいは定着体のいずれかにより行うも

のとする。また、橋脚柱（壁式橋脚の壁も含む）、橋台壁の軸方向鉄筋は原則として段落しは

行わないものとする。 

(5) 鉄筋の継手方法は、重ね継手、機械式継手、ガス圧接継手などから、鉄筋の種類、直径、応

力状態、継手位置、施工性、継手機構の明確さ、環境条件が品質に及ぼす影響等を考慮して選

定する必要がある。 

(6) 帯鉄筋は、D13mm 以上とし、その高さ方向の間隔は、帯鉄筋の直径に応じて下表に示す値以

下、かつ、断面高さの 0.2 倍以下とする。この場合、断面高さは、矩形断面の場合においては

短辺の長さ、また、円形断面の場合においては直径とする。 

帯鉄筋の間隔を高さ方向に変化させる場合は、橋脚柱断面における短辺部材厚程度の区間に

おいて除々に摺り付けるものとする。 

 

表 6-23 帯鉄筋間隔の上限値（mm） 

帯鉄筋の直径φh(mm) 13≦φh＜20 20≦φh＜25 25≦φh＜30 φh≧30 

帯鉄筋間隔の上限値(mm) 150 200 250 300 

 

(7) 鉄筋中間帯鉄筋は、帯鉄筋の配置される全ての断面に配筋するとともに、その断面内配置間

隔は 1m以内とする。また、中間帯鉄筋は施工性を考慮し、柱躯体内部において継手を設ける

ものとする。但し、継手を設けず 1本ものの鉄筋とする場合には片側直角フックとしてよいも

のとする。 
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(1) 主鉄筋のかぶりは、一般的な鉄筋の径（軸方向鉄筋 D35、配力鉄筋 D29、帯鉄筋もしくはスター

ラップ D22 程度を上限）を想定した値であるので、それ以上の太径鉄筋を用いる場合には塩害対

策の 小純かぶりを考慮して別途決定するものとする。なお、本マニュアルでのかぶりの扱いは

図 6-68 に示すとおりとする。 

 

(2) 主鉄筋はコンクリートの施工性に配慮し、2段以下に配

置するものとする。また、２段配筋時などで、鉄筋ピッチ

が細かくコンクリート施工が困難となるような場合は、鉄

筋配置に留意する。 

 

 

 

 

図 6-68 本マニュアルでのかぶり 

(3) 鉄筋の継手の選定にあたっては、以下の実態調査の結果を踏まえて整理した一般的な施工条件に

おける鉄筋径別の継手を参考にすることができる。 

 

表 6-24 一般的な施工条件における鉄筋の継手 

 ～D16 D19～D25 D29～D35 D38～D51 

重ね継手 ◎ ◎   

ガス圧接継手  ○ ◎ ○ 

機械式継手  ○ ◎ ◎ 

（◎：比較的多用されている継手、○：用いられている継手） 

 

 

 

 

 

コンクリート外気

主鉄筋

純かぶり 

ｺﾝｸﾘｰﾄ中に配置

されている鉄筋

の 外面からｺﾝｸ

ﾘｰﾄ表面まで 

(主鉄筋の中心からコンクリート表面まで)

主鉄筋のかぶり 

コンクリート外気

主鉄筋

純かぶり 

ｺﾝｸﾘｰﾄ中に配置

されている鉄筋

の 外面からｺﾝｸ

ﾘｰﾄ表面まで 

(主鉄筋の中心からコンクリート表面まで)

主鉄筋のかぶり 
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(3) 鉄筋の配筋細目については次のとおりとする。 

1) 圧縮側鉄筋 

① 逆 T式橋台のたて壁およびフーチングの圧縮側鉄筋量は、引張側鉄筋量の 1/2 以上とする。

ただし、常時に側方移動を起こす恐れのある橋台および地震時に液状化が生じる地盤上の

橋台においては引張側鉄筋量を配筋するものとする。 

 

 

(A)の 1/2 以上 設計計算で求まる主鉄筋(A) 

 

(B)の 1/2 以上 設計計算で求まる主鉄筋(C) 

設計計算で求まる主鉄筋(B) (C)の 1/2 以上 

 

 

図 6-69 圧縮側の鉄筋量 

 

② 橋脚フーチングの圧縮側鉄筋量は、引張側鉄筋量の 1/3 以上とする。 

③ 橋脚のはりおよびウィングの圧縮側鉄筋量は、引張側鉄筋量の 1/3 以上とする。 

④ 小鉄筋量は D16－300mm ピッチとする。 

 

2) 配力鉄筋 

① 配力鉄筋量は引張側主鉄筋量および圧縮側主鉄筋量のそれぞれ 1/3 以上とし、主鉄筋の外

側に 300mm 以下の間隔で水平方向に配置する。また、その端部は半円形フックまたは鋭角フ

ックにより橋台内部コンクリートに定着する。 

 

 

圧縮側主鉄筋② 引張側主鉄筋① 

 

 

②の 1/3 以上 ①の 1/3 以上 

 

 

 

図 6-70 配力鉄筋量 

 

② 小鉄筋量は、コンクリートの乾燥収縮や温度変化などによる有害なひびわれを防止する

ため、D13－250mm ピッチ（5cm2/m）とする。 
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(4) 1) 橋台壁、橋脚柱の軸方向鉄筋は原則として段落しを行わないものとするが、高さが 30m をこ

える橋脚については、道示Ⅴ10.9 により段落し位置を求めるものとする。 

2) 但し、擁壁の壁にように中間部において、引張側で鉄筋を定着する場合は、定着部コンクリ

ートに有害なひびわれが発生しないよう、連続している鉄筋の引張応力度が許容応力度の 1/2

以下になる断面まで鉄筋を延ばして定着するものとする。 

鉄筋の引張応力度が 1/2σsaとなる位置 

必要鉄筋量 計算上、鉄筋を減少できる位置 

 

σs＝σsa(AS2) 

断面② 

 

 

 

 

 

 

圧縮主鉄筋 

 

 

 

 

 

       

引張主鉄筋 

 

σs ：鉄筋の引張応力度(N/mm2) 

σsa ：鉄筋の許容引張応力度(N/mm2) 

Asi ：断面 iにおける使用鉄筋量(cm2) 

τm ：部材断面に生じるコンクリートの平均せん断応力度(N/mm2) 

τa1 ：コンクリートのみでせん断力を負担する場合の許容せん断応力度(N/mm2) 

τa2 ：斜引張鉄筋と共同して負担する場合の許容せん断応力度(N/mm2) 

ℓ a ：鉄筋の定着長 

 

図 6-71 部材引張部の主鉄筋の定着 

ℓ
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鉄筋の引張応力度が許容応力度の

1/2 以下になる断面位置 

計算上、鉄筋を減少できる断面位置 
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(5) 鉄筋の継手位置は、一断面に集中させないよう、継手の種類に関わらず、継手の端部どうしを鉄

筋直径の 25倍以上ずらす（図 6-72）。 

 

 L L1 L1 

 

 

 

L1は継手の長さ(L)に鉄筋径の 25倍 L1は継手の長さ(L)に鉄筋径の 25 倍を加えた

長さ以上とする を加えた長さ以上とする 

(a)重ね継手の場合           (b)圧接継手の場合 

図 6-72 鉄筋の継手位置 
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(6) 曲げ破壊型となる RC橋脚の弾性領域にある断面領域では、帯鉄筋の 大間隔を 300mm としてよ

い。 

ただし、帯鉄筋間隔の変化領域はその間隔を除々に変化させるものとする（橋脚の帯鉄筋に関す

る細則；道路橋示方書(平成 24年 3月) Ⅳ下部構造偏 7.10 およびⅤ耐震設計偏 10.8 より）。具体

的には以下に示すとおりとする。 

変化領域を橋脚断面の短辺長（あるいは直径）に相当する範囲以上とし、帯鉄筋間隔は 200mm

および 250mm の区間を設けて摺り付けるものとする。 

1) フーチングの内部については、柱の短辺長(D)の 0.5D あるいはフーチング厚(Hf)の 0.5Hf

程度を 150mm ピッチとし、以下を 300mm ピッチとする（図 6-73(a),(b)共通）。 

2) 張出しばりを有する場合は、はりの内部には 0.5D 程度及び柱側に 1D程度を従来通り 150mm

ピッチとしたうえで、摺り付け区間を設けるものとする。ただし、脚高が低く中間部の摺り付

け調整区間が取れない場合は、帯鉄筋間隔を粗いピッチ側より(300→250→200→150 ピッチ)

間引いて調整する(図 6-73(a))。 

3) はりの無い柱及び壁式橋脚の場合は、300mm ピッチをそのまま上端まで配置するものとする。

この場合も、脚高が低く中間部の摺り付け調整区間が取れない場合は、帯鉄筋間隔を粗いピッ

チ側より(300→250→200→150 ピッチ)間引いて調整する(図 6-73(b))。 

4) 柱の主鉄筋が多段配筋(1.5 段以上)となる場合の配力筋は、1段目の配力筋と同径同ピッチ

としてよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a)張出しばりを有する柱及び壁式橋脚の場合 

 

 

 

 

 

 

(b)はりが無い柱及び壁式橋脚の場合 

図 6-73 帯鉄筋摺り付け例 橋脚柱正面図 

300ピッチ 

 

250ピッチ  (0.5D 程度) 

200ピッチ  (0.5D 程度) 

 

150      塑性化を考慮する領域 

 

短辺長 (1D 程度) 

断面が降伏しない位置

150ピッチ  0.5D または 0.5Hf 

300ピッチ 

道示耐震設計編10.8 

による帯鉄筋間隔摺り付け区間 

脚高が低く、この調整区間

が取れない場合は、帯鉄筋

間隔を粗いピッチ側より(300

→250→200→150 ピッチ)間引

いて調整する。 

※塑性化を考慮する領域における帯鉄筋間隔の

上限値は径に応じ表6-23 による 

300ピッチ 

 

150ピッチ(0.5D 程度) 

150ピッチ  0.5D または 0.5Hf 

300ピッチ 

150ピッチ

300ピッチ

Hf 

200ピッチ (0.5D程度) 

250ピッチ (0.5D程度) 

250ピッチ (0.5D程度) 

200ピッチ (0.5D程度) 

150      塑性化を考慮する領域 

短辺長 (1D 程度)

 

短辺長 (1D 程度)

短辺長 (1D 程度) 

断面が降伏しない位置 

道示耐震設計編10.8 

による帯鉄筋間隔摺り付け区間 

脚高が低く、この調整区間

が取れない場合は、帯鉄筋

間隔を粗いピッチ側より(300

→250→200→150 ピッチ)間引

いて調整する。 

※塑性化を考慮する領域における帯鉄筋間隔の

上限値は径に応じ表6-23 による 
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図 6-73 の塑性化を考慮する領域とは、塑性ヒンジが柱基部しか生じないような場合は橋脚基部

から上部構造の慣性力の作用位置までの距離の 0.4 倍の区間内として良いが､動的解析等で解析す

る必要のある橋脚では降伏しない位置までを考えるものとする。また、橋軸方向及び直角方向の塑

性化領域やせん断耐力で決定される橋脚ではスターラップ配置を考慮して決定しなければならな

い。 

 

(7) 道示では中間帯鉄筋について両側半円形もしくは鋭角フックを原則としているため、施工性を考

慮し、柱躯体内部で継手を設けるものとしたが、やむを得ず継手を設けず 1本ものの鉄筋を使用す

る場合には、片側直角フックを適用し、ちどりで配置することを標準とした。その際、有効長は

1.5 倍として扱うものとする。 

小判形橋脚においても橋軸直角方向と橋軸方向の寸法が近い場合などには、橋軸直角方向への帯

鉄筋のはらみだしを抑える橋軸直角方向中間帯鉄筋の配置も検討する。 

 

(8) 主鉄筋と配力鉄筋の関係 

配力鉄筋は、原則として主鉄筋の外側に配置する。 

 

 

 


